富士山、青木ヶ原樹海及び御坂山系を中心とした
富士河口湖町・上九一色村の

森林・山岳資源の保全と活用に関する基本計画策定業務
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2005年11月　富士河口湖町・上九一色村合併協議会
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用語注釈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	用語
	意味

	１　エコツーリズム


	森林・山岳地帯、海域といった自然資源やその土地の歴史や文化を損なうことなく、観光の対象として活用するツーリズムのことである。自然の成り立ちやその価値、また歴史や文化も含めた解説を受けながら楽しむという教育的要素を含んだツーリズムでもあり、従来型の団体旅行から個人旅行へと観光の形態が変化を遂げる中で、強い関心が集まっている。



	２　エコツアー

	エコツーリズムの考え方によった旅やレジャー。



	３　ガイドライン


	指針、指導目標。



	４　森林セラピー　


	森林の持つ効果を利用した療養の一つ。



	５　モニタリング


	継続監視。日常的かつ継続的な点検による問題点の解決を探る。



	６　ネイチャーゲーム
	五感を通じて自然を体験するための野外活動プログラム。自然の美しさやその働きなどを直接、体験、学べるように工夫された様々なゲームがあり、自然に関する知識の有無や年齢に関係なく楽しめる。



	７　ゾーニング
	土地を区分けして、それぞれの土地の利用方法を決めていくこと。



	８　トレイル
	自然観察のための遊歩道。


一章　富士河口湖町・上九一色村の概況　　　                                    
1-a　 位置と地勢
富士河口湖町は平成15年11月15日、山梨県河口湖町、勝山村、足和田村の1町2村が合併し誕生した新しい町であり、また平成18年3月1日には上九一色村南部地域（精進、本栖、富士ヶ嶺）も加わり、更に大きな町となる予定である。

山梨県の南東部に位置し、首都圏の100km圏内であり、アクセスは快適である。富士箱根伊豆国立公園の地域に位置し、北に御坂山系、南に富士山を仰ぎ河口湖、西湖、精進湖、本栖湖を抱え、青木ヶ原樹海に代表される世界的にも価値の高い自然資源を有している。夏季は涼しく過ごしやすく、四季折々の自然を求めて国内外から多くの人が訪れる風光明媚な国際観光都市である。

＜1-a-1＞　交通
当地域の玄関口は、中央自動車道の河口湖インターチェンジと東富士五湖道路の富士吉田インターチェンジ、ならびに富士急行線の河口湖駅である。首都圏からのアクセスは高速道路経由で約80分、鉄道経由で約100分である。東京からの高速バスは、中央自動道経由の「新宿－富士五湖線」と東名高速道路経由の「東京－河口湖」があり、他にも本数は多くないが、三島駅、甲府駅などからのバス路線があり、アクセスは充実している。また名古屋・静岡方面からのアクセスとして東名高速道路富士インターチェンジ及び西富士道路がある。更に2005年７月からは「大阪・京都－富士山」及び「横浜－河口湖」の高速バスが運行開始となり、より多くの観光客の来訪が期待されている。

地域内では河口湖の東岸を通る国道137号、河口湖・西湖の南側を通る国道139号を幹線とし、湖畔道路およびをそれらを結ぶ道路が主要な観光道路の役目を果たしている。地域内のバス路線は、富士急行の路線バスが河口湖駅を起点とし、主な観光ポイントにはアクセス可能となっている。また河口湖駅から町内の主な観光施設を巡るレトロバスが河口湖線が1時間に2本、西湖・青木ヶ原線が１時間に１本の間隔で運行しており、好評を博している。

富士河口湖町・上九一色村への交通網
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富士河口湖町・上九一色村への交通手段
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	●中央高速バス 
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	●東名高速バス 
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	●電車 

	富士急行線大幅時間短縮!!（特急便 大月駅から河口湖駅所要時間約40分）
●JR新宿駅より中央線JR大月駅乗換、富士急行線河口湖駅下車 
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＜1-a-2＞　気候
　主要な生活圏の標高は830メートルから1000メートルの高地であり、東京や名古屋などの大都市圏と比較して6℃前後は涼しい気候となっている。平均気温は11℃（最高気温32℃　最低気温－11.2℃）年間降水量1403mで一般的に多雨冷涼の高原型の気候である。そのため避暑地としての好適な条件を満たしている。しかし冬季は寒さが厳しく積雪も少なくないため、訪れにくい印象が否めない。

月別平均気温平年値
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　　　資料：『河口湖・西湖観光振興計画』平成14年　河口湖・西湖観光振興協議会

1-d　人口および産業構造
第一次産業が減少傾向にあり、第三次産業が基幹産業となっている。今後も観光関連施設等の整備充実や観光産業の活性化などにより、第三次産業の増加傾向が想定される。また人口の増減に関しては、多くの地方で見られる過疎などの問題はなく、年々、微増している状況。第三次産業の中でも観光が主産業となっており、経済的な波及効果が大きいという観光産業の特性からも今後も町の活性化のためには観光というキーワードを外して考えることはできない。


[image: image10.png]ABTHOAOOHR PN
20,000
18.000
18506
16.000 =+ ra-w
14000 @
-
12,000 BAnH
10.000 —_
e
8000 —-—
6000 BEHE
2502
4000

2000





[image: image11.png]ABTHOAO DS (g A)

Briis | mis0 | misss | maeo | waos | waus | wmios [mese

TEO| Tez| T LI W[ ree| 479
tr-e 1,256 [ 1276 | 1.6

owm|  om
iBF03 13088 14187 | 15186 | 15699 | 17.214| 18,506 7|
e 200 2008 o2t09| 218 2m5| 250 5|
T 1569 1557 | 1564]| toi8| 53] 1s8 2]
T T S N B A s |
amrsiat 22,308 | 223,871 6.6
2 L

ey 783.00] 804,256 | 632,832 | 852,966 | 881.996 | 888,172 0]




​

資料：『昭和50年～平成12年国勢調査』　注）は上九一色村の梯・古関地区を除く国勢調査人口　増加率は平成7年～平成12年、[　]内は梯・古関地区の占める割合

産業別の就業人口比率　

[image: image12.png]5.7%

EZBOREAOLE

41%

30.0%

BE—REE
BETRER

REE





産業別従事者数の推移
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　　　　　　　　　　　　　　　　　資料：『建設計画』平成１５年　富士河口湖・上九一色村合併協議会

1-e　 観光の概況
平成15年の観光入込客数は富士吉田、河口湖、三つ峠周辺で年間7,898,798人となっている。
本栖湖、精進湖、西湖周辺では4,051,314人であり、合計で当地域を訪れる観光客は1200万人にものぼっている。しかし全体の7割は日帰りの観光形態をとっており、今後は滞在型の観光の更なる振興が求められている。

森林山岳資源に関しては、青木ヶ原樹海を舞台としたエコツアーも盛んに行われており、新たな観光資源として好評を博している。しかし特定時期に集中的な利用が進んでおり、適正な保護の上での活用が求められている。またエコツアーを目的とした観光入込数は全体の中でごくわずかであり、未だ少数の観光形態である。自然体験型の観光旅行の振興に更に力をいれ、新たな需要を掘り起こしていくことが求められている。外国人観光客に関しては宿泊者数が17万6千人（平成15年）であり、ＰＲを中心とした訪日外国人旅行客の振興対策も強く求められている。
観光入込客数推移
	富士吉田、河口湖、三つ峠周辺

	平成11年
	平成12年
	平成13年
	平成14年
	平成15年

	7,876,811人
	8,048,560人
	7,676,455人
	7,793,980人
	7,898,798人


	本栖湖、精進湖、西湖周辺

	平成11年
	平成12年
	平成13年
	平成14年
	平成15年

	5,683,623人
	5,782,960人
	4,550,685人
	4,217,386人
	4,051,314人



資料：『山梨県観光客動態調査』　平成11年から平成15年　山梨県　　　
エコツアー実施状況集計　青木ヶ原樹海　

	青木ヶ原樹海でのエコツアー実施状況集計

	
	平成15年１月～12月
	平成14年１月～12月

	
	実施回数or
参加者団体数
	参加者
延べ人数
	実施回数or
参加者団体数
	参加者
延べ人数

	1月
	0
	0
	0
	0

	2月
	1
	25
	2
	18

	3月
	5
	71
	1
	15

	4月
	31
	3976
	24
	3272

	5月
	171
	22778
	141
	20760

	6月
	82
	9767
	82
	9641

	7月
	37
	2892
	44
	2682

	8月
	21
	444
	25
	923

	9月
	27
	2032
	25
	1576

	10月
	44
	3411
	40
	2570

	11月
	14
	346
	16
	855

	12月
	2
	21
	1
	10

	年間計
	435
	45763
	401
	42322



資料：「青木ヶ原樹海でのエコツアー実施状況集計」　平成14年～15年

山梨県観光資源課（富士山保全担当）

ネイチャーガイドツアー利用実績
	平成１６年度　ネイチャーガイドツアー利用実績

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	予約ガイドツアー
	定時ガイドツアー
	総計
	　

	
	
	人数
	時間数
	人数
	時間数
	人数
	時間数
	特記事項

	累計
	　
	3,865 
	459 
	3,919 
	863 
	7,784 
	1,322 
	　

	平成16年
	４月
	41 
	11 
	53 
	10 
	94 
	21 
	定時ツアーは4/29～

	　
	５月
	467 
	32 
	385 
	76 
	852 
	108 
	202名の団体（学校）あり

	　
	６月
	173 
	15 
	241 
	66 
	414 
	81 
	　

	　
	７月
	499 
	76 
	470 
	108 
	969 
	184 
	96名の団体（JA）あり

	　
	８月
	741 
	120 
	1,012 
	166 
	1,753 
	286 
	　

	　
	９月
	728 
	89 
	292 
	75 
	1,020 
	164 
	　

	　
	１０月
	667 
	36 
	329 
	82 
	996 
	118 
	32～79名４日連続催行あり

	　
	１１月
	385 
	59 
	478 
	99 
	863 
	158 
	　

	　
	１２月
	43 
	6 
	172 
	49 
	215 
	55 
	　

	平成17年
	１月
	7 
	2 
	81 
	28 
	88 
	30 
	　

	　
	２月
	49 
	4 
	125 
	34 
	174 
	38 
	　

	　
	３月
	65 
	9 
	281 
	70 
	346 
	79 
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二章　森林・山岳資源の現況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2-a　現況の概観

富士山

富士山の標高3776メートルと世界的に見ればそれほど高いものではない。しかし独立峰且つ左右対称の均整の取れたその美しさは世界的に見ても稀有なものである。この景観こそが富士河口湖町・上九一色村にとって貴重な観光資源となっている。また多種多様な動植物の宝庫であり、生態学的にも高い価値を誇っている。更に富士講を始め古くから信仰の場であった富士山は歴史的にも貴重な価値を有している。当地域は富士山への登山口としての役割を果たしており、富士河口湖町には船津登山道が、上九一色村には精進登山道と本栖登山道の二つの富士山登山道がある。しかしその存在はあまり知られておらず利用者が少ないが、エコツアーの行程としての利用価値は高いものがあり、今後の活用が期待される。富士山区域にて当地域が使用権を有する土地は、町の地区財産区が借用している富士山三合目小屋敷地、船津登山道、及び五合目御庭小屋敷地のみである。現在、富士山三合目小屋敷地は空き地となっており、五合目御庭小屋敷地も山小屋の廃屋が残されているだけで、今後の有効な活用が期待される。
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	五合目御庭小屋　既に倒壊しており

今後の有効な活用が期待されている
	町の地区財産区が借用している

五合目御庭小屋敷地
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	町の地区財産区が借用している

富士山三合目小屋敷地
	富士山は最大の景観観光資源


青木ヶ原樹海

富士山北西麓に広がる青木ヶ原樹海は、首都圏の近傍に位置し広大な面積を有する原生林として稀有な存在である。864（貞観6）年、長尾山の大噴火を中心として、数回の噴火による溶岩流が溶岩原となり、約1100年の時をかけて、現在の樹海を形成するに至った。多数の溶岩洞穴も存在しており、世界に冠たる壮大な原生林である。樹齢330～360年ほどのツガ・ヒノキなどの針葉樹が多く、溶岩の隙間のわずかな土の上や、倒木の上に根を剥き出しにして生えている。樹海には多彩な苔類が生えており、この苔こそが樹海の生命線となっている。樹海の表土は約2センチと非常に薄く、多孔質である溶岩は雨水を地中に浸透させてしまうため、樹木の生育に必要な水は保水力をもつ苔が供給しているためである。

面積は40平方キロメートルにもおよび、富士河口湖町、上九一色村、鳴沢村の三町村にまたがっている。なお富士河口湖・上九一色村で全体の8割程度を有している。近年、青木ヶ原樹海では、エコツアー業者の過剰利用、一般観光客による無秩序な立ち入りなどによって環境破壊が徐々に進行しつつある。エコツアーに関しては、これまで20年近くツアー事業者などがバラバラに活動しており、いくつかの民間団体が富士山自然体験活動推進協議会（F-CONE）を組織し平成15年に「青木ヶ原樹海自然体験活動ガイドライン」を作成するという成果もあったが、富士山北麓全体で統一ルールを作るということはできなかった。

このような状況に対して、富士河口湖町は、平成16年4月、樹海の自然環境にできるだけ負荷をかけずに、観光客に楽しんでもらおうと、ガイドが樹海を説明しながら歩く公認ネイチャーガイド制度を創設した。ガイドラインでは、町の公認ガイドが案内する場合、ツアー客15人につきガイドが1人同行するとし、同時にツアーを開始する利用者を最大150人、1日に取り扱うツアー利用者を最大300人と設定した。規制は、富士箱根伊豆国立公園の地種区分をベースに、樹海を三区域に分割。それぞれに飲食や喫煙などの規制を定め、第一種特別地域を最も厳しくした形である。町内の様々な観光地を周遊するレトロバスが西湖コウモリ穴に到着するごとに出発する予約不要の定時ガイドツアーと利用者の希望に合わせて1～4時間の範囲内で自由にコースを組むことができる予約ガイドツアーがある。

更に富士北麓地域が環境省のエコツーリズム推進モデル地区にも選定され、山梨県が主催し、様々な関係団体が一同に会し、平成16年度の6月25日に「富士山青木ヶ原樹海エコツアーガイドライン」が策定された。このガイドラインは同年7月1日から運用が行われているが、1団体（1グループ）あたりのガイドの数は、参加者概ね10名につき1名を目安に配置することとなり、富士河口湖町のガイドもこのガイドラインに添う形で活動している。

また民間のエコツアー業者間でも富士山区域の適正な保全と利用を図ることを目的とし、NPO法人富士山自然体験活動推進協議会(F-CONE)や富士北麓環境ネットワークといった民間同士のネットワーク体制も構築され、共同で問題を解決して行こうという動きがある。
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	樹海のガイドラインの説明
	樹海のガイドラインの説明2
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	樹海の生命線である苔
	青木ヶ原樹海エコツアーの様子
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	富士河口湖町ネイチャーガイドの説明
	大室山周辺の無秩序な利用による被害


富士河口湖町・上九一色村を主な活動領域としている
エコツアー事業者およびガイド団体の一覧表

	団体名

	アウトバック

	NPO河口湖自然樂校

	河口湖フィールドセンター（富士河口湖ふるさと振興財団）

	こうもりの会

	ひめねずみ社

	NPOフィールズ/カントリーレイクシステムズ

	富士河口湖町公認ネイチャーガイド協議会

	富士観光興行（株）

	NPO富士山クラブ

	NPO富士山エコネット

	富士山自然学校

	富士山登山学校ごうりき

	富士河口湖町ふるさとガイドの会

	ホールアース自然学校

	美花里自然教室

	富士急行株式会社

	富士五湖汽船株式会社


青木ヶ原樹海の範囲と資源位置
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剣丸尾樹海

864（貞観6）年の長尾山の大噴火とほぼ同じ時期に八合目付近から噴出してできた剣丸尾溶岩流上の自然林なども細長い樹海である。世界的にも貴重な数百個の溶岩樹型が列状に見られる。町の施設であるフィールドセンターが樹海の遊歩道を管理し、剣丸尾樹海の散策が楽しめるようになっており、教育旅行を中心に活用が図られている。散策には料金がかかり、ガイド同伴の利用とセルフガイドシート（コースの説明図。これを用いて自らをガイドすることが可能となる）による利用が可能となっている。

	[image: image27.jpg]



	[image: image28.jpg]




	遊歩道
	フィールドセンター全景
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	環境学習施設の案内
	船津胎内神社
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	船津胎内内部
	船津胎内入口


御坂山系

河口湖・西湖の北側及び精進湖・本栖湖の西側に横たわる御坂山系（天上山～三ツ峠～黒岳～十二ヶ岳～王岳～三方分山～パノラマ台）、及び西湖の南に横たわる足和田山塊(足和田山、三湖台、紅葉台)、さらには本栖湖の南にある竜ヶ岳には登山・ハイキングコースがあり、富士山の眺望を観光資源としている。富士河口湖町・上九一色村以外にも、大月市、都留市、富士吉田市、笛吹市、西桂町、上九一色村、芦川村が範囲に含まれている。

この中でも最も利用者が多い三つ峠は富士山を一望できる国内でも有数のビューポイントとして有名である。カメラマンも撮影のために多く訪れ、夏場は山野草が美しく、ロッククライミング（岩登り）の練習場としても名高い。冬季は大晦日から正月にかけて富士山の初日の出を見るために多くの観光客が利用する。
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	ゴミが散乱（毛無山駐車場）
	三ツ峠に廃墟として目立つ山小屋
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	黒岳山頂付近に放置された廃墟
	三つ峠、下草刈必要
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	三ツ峠公衆トイレ
	登山道、看板が草の影に隠れている
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	三ツ峠山ジープによる登山道破壊の様子
	台風などによる倒木（大石峠～節刀ヶ岳）
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	廃墟、御坂茶屋における放置されたトイレ
	毛無山付近の案内板


精進湖周辺

精進湖は国道358号線と国道139号線が連結する場所に位置し、周囲５ｋｍと富士五湖で最も小さいが、その景観は東洋のスイスとも呼ばれ、静かな魅力があふれている。湖畔からは富士山、大室山が一望でき、一大ビューポイントである。遊歩道としては東海自然歩道、精進湖自然観察路が整備され、青木ヶ原樹海内を散策できる。
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	精進湖自然観察路
	精進湖自然観察路から見た精進湖
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	精進湖周辺の東海自然歩道
	東海自然歩道内の樹海


本栖湖周辺

本栖湖は富士五湖の中でも最も水深があり、透明度も非常にすぐれている。本栖湖周辺の国道139号沿いには武田信玄公が国境警備のために築いたと言われる石塁と築石が青木ヶ原樹海内にあり、また烏帽子岳の南に位置する城山には当時を偲ばせる本栖城の址が残っており、自然と歴史の融合した貴重な資源が存在している。また本栖林道と逢坂林道の間には上野原と呼ばれる草原があり、林道間には古来から使われている道が残っており、エコツアーのフィールドとして大きな潜在的価値を持っている。
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	国道139号沿いの石塁への入り口
	樹海内の石塁
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	石塁の先に横たわっている倒木
	城山への案内看板


森林山岳資源の位置図
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2-b　　生物・植生について
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山梨県の植生自然度　資料：『自然環境保全基礎調査』　環境省
	植生自然度
区分内容
10

自然草原
　
9

自然林
　
8

二次林（自然林に近いもの）
　
7

二次林
6

植林地
　
5

二次草原（背の高い草原）
　
4

二次草原（背の低い草原）
　
3

農耕地（樹園地）
　
2

農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等
　
1

市街地，造成地等
　
99

自然裸地
　
98

開放水域
　
0

不明
当地域の植生自然度について

当地域の自然林の大部分は上九一色村南部および旧足和田村に位置する青木ヶ原樹海に残されており、二次林および植林地も上九一色村南部の一部、および御坂山系の大部分により構成され、その麓には河口湖、西湖、精進湖、本栖湖という開放水域もある。また居住区の多くも緑の多い住宅地等であり、純粋な市街地、造成地は当地域の中で占める割合は非常に低く、豊かな自然資源に恵まれている。


旧河口湖町

植生調査　
	No.
	群落名
	集約群落名
	自然度

	1
	開放水域
	開放水域
	自然裸地

	2
	フジアカショウマ－シモツケソウ群集
	フジアカショウマ－シモツケソウ群集
	自然草原

	3
	アカマツ群落
	アカマツ群落
	自然林

	4
	クリ－ミズナラ群落
	クリ－ミズナラ群落
	二次林

	5
	ニシキウツギ－ノリウツギ群落
	ニシキウツギ－ノリウツギ群落
	二次林

	6
	カラマツ植林
	落葉針葉樹植林
	植林地

	7
	アカマツ植林
	アカマツ植林
	植林地

	8
	スギ・ヒノキ・サワラ植林
	スギ・ヒノキ・サワラ植林
	植林地

	9
	カワラマツバ－ススキ群落
	ススキ群団
	二次草原（背の高い草原）

	10
	伐跡群落
	伐跡群落
	二次草原（背の低い草原）

	11
	落葉果樹園
	落葉果樹園
	農耕地（樹園地）

	12
	畑地雑草群落
	畑地雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	13
	緑の多い住宅地
	緑の多い住宅地
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	14
	市街地
	市街地
	市街地，造成地等


特定植物群落調査
	No.
	件名
	集約群落名
	選定基準
	相観区分
	立地区分

	1
	河口湖のフジマリモ
	ウキクサクラス・ヒルムシロクラス
	貴重な個体群
	個体群
	流水、水中

	2
	河口湖南岸の湿地
	　
	特殊立地
	湿地植生
	　

	3
	三ツ峠のコウシュウヒゴタイ
	岩上、多礫地草本群落
	希な群落
	個体群
	急崖地、岩壁

	4
	三ツ峠山のカイフウロ
	ススキ群団
	希な群落
	個体群
	一般（気候立地）

	5
	富士山スバルラインのアカマツ林
	アカマツ群落
	郷土景観
	冷温帯常緑針葉高木林
	岩角地


動物分布調査

	No.
	分類群名
	目名
	科名
	和名

	1
	哺乳類
	ウサギ目
	ウサギ科
	ノウサギ

	2
	哺乳類
	ウシ目
	ウシ科
	ニホンカモシカ

	3
	哺乳類
	サル目
	オナガザル科
	ニホンザル

	4
	哺乳類
	ネコ目
	イヌ科
	キツネ

	5
	哺乳類
	ネコ目
	イヌ科
	タヌキ


環境指標種調査
	No.
	種名

	1
	オナモミ

	2
	アメリカセンダングサ

	3
	コセンダングサ

	4
	ヒメキンミズヒキ

	5
	ニイニイゼミ

	6
	アブラゼミ

	7
	ヒグラシ


旧勝山村
植生調査

	No.
	群落名
	集約群落名
	自然度

	1
	アカマツ植林
	アカマツ植林
	植林地

	2
	畑地雑草群落
	畑地雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	3
	水田雑草群落
	水田雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等


動植物分布調査

	Ｎo.
	分類群名
	目名
	科名
	和名

	1
	哺乳類
	ネコ目
	ジャコウネコ科
	ハクビシン


	No.
	件名
	集約群落名
	選定基準
	相観区分
	立地区分

	1
	河口湖のフジマリモ
	ウキクサクラス・ヒルムシロクラス
	貴重な個体群
	個体群
	流水、水中

	2
	河口湖南岸の湿地植物
	　
	特殊立地
	湿地植生
	　


特定植物群落調査
旧足和田村
植生調査
	No.
	群落名
	集約群落名
	自然度

	1
	開放水域
	開放水域
	自然裸地

	2
	ヒノキ－シノブカグマ群集
	ヒノキ群落
	自然林

	3
	クリ－ミズナラ群落
	クリ－ミズナラ群落
	二次林

	4
	アカマツ植林
	アカマツ植林
	植林地

	5
	カラマツ植林
	落葉針葉樹植林
	植林地

	6
	カワラマツバ－ススキ群落
	ススキ群団
	二次草原（背の高い草原）

	7
	伐跡群落
	伐跡群落
	二次草原（背の低い草原）

	8
	水田雑草群落
	水田雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	9
	畑地雑草群落
	畑地雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	10
	市街地
	市街地
	市街地，造成地等


動植物分布調査
	No.
	分類群名
	目名
	科名
	和名

	1
	哺乳類
	ウサギ目
	ウサギ科
	ノウサギ

	2
	哺乳類
	ウシ目
	イノシシ科
	ニホンイノシシ

	3
	哺乳類
	ウシ目
	シカ科
	ニホンジカ

	4
	哺乳類
	ネコ目
	イタチ科
	イタチ

	5
	哺乳類
	ネコ目
	イヌ科
	キツネ

	6
	哺乳類
	ネコ目
	イヌ科
	タヌキ

	7
	哺乳類
	ネズミ目
	リス科
	ニホンリス


特定植物群落調査
	No.
	件名
	集約群落名
	選定基準
	相観区分
	立地区分

	1
	河口湖のフジマリモ
	ウキクサクラス・ヒルムシロクラス
	貴重な個体群
	個体群
	流水、水中

	2
	西湖のフジマリモ
	　
	貴重な個体群
	浮葉・沈水植物群落
	　

	3
	西湖東岸の湿地植物群落
	　
	特殊立地
	湿地植生
	　


上九一色村


植生調査

	No.
	群落名
	集約群落名
	自然度

	1
	開放水域
	開放水域
	自然裸地

	2
	タマアジサイ－フサザクラ群集、ヤシャブシ群落
	フサザクラ－タマアジサイ群集
	自然草原

	3
	ウラジロモミ－コメツガ群落、ハリモミ群落
	ウラジロモミ－コメツガ群落
	自然林

	4
	ケヤキ群落
	ケヤキ群落
	自然林

	5
	イヌブナ群集
	イヌブナ群集
	自然林

	6
	ヤマボウシ－ブナ群集
	ヤマボウシ－ブナ群集
	自然林

	7
	アカマツ群落
	アカマツ群落
	自然林

	8
	ヒノキ－シノブカグマ群集
	ヒノキ群落
	自然林

	9
	クヌギ－コナラ群集
	クヌギ－コナラ群集
	二次林

	10
	クリ－ミズナラ群落
	クリ－ミズナラ群落
	二次林

	11
	カラマツ植林
	落葉針葉樹植林
	植林地

	12
	ウラジロモミ植林
	常緑針葉樹植林
	植林地

	13
	スギ・ヒノキ・サワラ植林
	スギ・ヒノキ・サワラ植林
	植林地

	14
	アカマツ植林
	アカマツ植林
	植林地

	15
	アズマネザサ－ススキ
	ススキ群団
	二次草原（背の高い草原）

	16
	カワラマツバ－ススキ群落
	ススキ群団
	二次草原（背の高い草原）

	17
	伐跡群落
	伐跡群落
	二次草原（背の低い草原）

	18
	畑地雑草群落
	畑地雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	19
	水田雑草群落
	水田雑草群落
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等

	20
	牧草地
	牧草地
	農耕地（水田・畑），緑の多い住宅地等


特定植物群落調査
	No.
	件名
	集約群落名
	選定基準
	相観区分
	立地区分

	1
	青木ヶ原のヒノキ・ツガ・クロソヨゴ林
	ヒノキ群落
	自然林
	冷温帯常緑針葉高木林
	火山噴出物堆積地（溶岩原、新期火山灰堆積地など）

	2
	富士山大室山のブナ林
	スズタケ－
ブナ群団
	自然林
	冷温帯夏緑広葉高木林
	　一般（気候立地）


環境指標種調査
	No.
	群落名

	1
	エゾゼミ

	2
	ミンミンゼミ


資料：『自然環境保全基礎調査』　環境省

2-c　法規制の現状
富士河口湖町・上九一色村南部地域のほぼ全域が富士箱根伊豆国立公園区域に含まれている。そのため当地域には自然公園法の網がかかっている。また自然公園法の他にも当町には都市計画法、災害対策基本法の網がかかっており、森林・山岳資源の保全と活用に関しても深くかかわってくるものである。また富士河口湖町独自の条例として、「自然環境を守り育む条例」「土地開発行為当の適正化に関する条例」「富士河口湖町騒音防止条例」がある。
法規制の現状

	規制の種類
	備考

	自然公園法（国）　
	別途図参照　

	都市計画法（国）　
	別途図参照

	災害対策基本法（国）　
	別途図参照

	自然環境を守り育む条例（町）


	条例第117号　富士山憲章の推進および国際観光地にふさわしい富士河口湖町の環境を守り育み、町、町民等および事業者の権利と責務並びに環境への負荷の軽減を進め、豊かな自然を後世に引き継ぐことを目的とする。

	土地開発行為当の適正化に関する条例（町）
	条例第130号　開発行為の適正化と秩序ある土地利用を図り、良好な環境の確保に寄与することが目的。

	富士河口湖町騒音防止条例（町）　
	条例118号　拡声放送その他人声、楽器、ラジオ等の騒音を制限し、町民の生活の平穏を確保することが目的。


自然公園区域

富士河口湖町のほぼ全域が富士箱根伊豆国立公園区域に含まれている。そのため自然公園法の網がかかっている。特別地域が多数存在し、地区別に求められるその地域のあり方、整備方法が自然公園法によって規定されている。

特別地域はその規制の厳しさにより、特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域に区分され、保護規制の運用が行われている。なお富士河口湖町・上九一色村では特別保護地区、第1種特別地域、第2種特別地域、第3種特別地域を有する。
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資料：『（財）山梨総合研究所作成』
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自然公園区分
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都市計画区域および砂防指定地
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三章　前提条件および社会動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3-a　上位計画および関連計画
	種類
	計画名
	森林山岳資源に関わる施策

	総合
	建設計画

（富士河口湖町
・上九一色村合併協議会）
	河口湖周遊・青木ヶ原ウォーキングトレイル（遊歩道）の整備

	
	
	『歴史の道』ウォーキングトレイル（遊歩道）の整備

	
	
	ＩＳＯ14001承認事業

	
	
	環境型社会の形成

（リサイクルセンター建設・リサイクル活動の奨励）

	
	
	環境整備事業

（ビオトープ事業・町並み環境事業・公衆トイレ建設）
注）ビオトープ：野生生物が共存共栄できる生態系を持つ場所

	
	
	フィールドミュージアム（町全体を博物館に見立てた構想）事業

	
	
	屋外広告物の整理統合事業

	
	
	花トピア推進事業

	
	
	親水公園整備

	
	
	観光拠点・施設整備事業
エコツーリズム事業
森林セラピーロード事業

	
	
	山岳森林資源活用事業

	
	第４次河口湖町

（旧河口湖町）
	地球温暖化対策（温室効果ガス削減）

	
	
	ＩＳＯ14001認証取得の促進


	
	
	大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式の見直し

	
	
	自然林の保全や人工林の適正管理の促進

	
	
	ごみの不法投棄防止
乱開発の防止や計画的な土地利用を促進により自然環境の保全の推進。
湖畔の公園などでビオトープの創造を推進。
ビオトープ：野生生物が共存共栄できる生態系を持つ場所
必要に応じて国立公園特別地域と普通地域の見直しを要請。

	
	
	学校教育・社会教育などを通した環境教育・自然体験学習の推進。

	
	
	フィールドセンターの自然体験メニューの充実

	
	
	自然解説員などの育成を進め、自然体験観光、イベントなど自然とふれあう機会を充実させる。

	
	
	看板や建物のデザイン性の向上および自然景観の保全、ごみのポイ捨て禁止や持ち帰り運動による景観の整備

	
	
	森や湖を生かしたウォーキングやサイクリングなどエコスポーツの充実

	
	
	富士山のビューポイントの整備

	
	足和田村第３次長期総合計画（旧足和田村）
	足和田村自然環境保全条例の制定を進める。

	
	
	自然環境に調和した建設が必要であるため、長期的、計画的な景観形成につとめる。

	
	
	住民の自然環境保全に対する意識の高揚を図る。

	
	
	林業と観光の協業化

	
	
	森林浴、遊歩道、ハイキングコース等の整備をし、森林を観光資源として活用

	
	
	植林の推進

	
	勝山村総合計画

（旧勝山村）


	自然保護思想や環境教育等の普及

	
	
	大量生産・大量廃棄型の生活様式の見直し

	
	
	自然環境の保全と創造

	
	
	ごみ持ち帰り運動推進

	
	
	廃棄物の不法投棄防止対策

	
	第４次上九一色村
総合計画
（上九一色村）


	緑道の整備

	
	
	自然保護思想の啓発と運動の展開

	
	
	自然監視・指導体制の確立

	
	
	自然とのふれあいの場の整備

	
	
	地域環境の美化運動の支援

	
	
	不法投棄防止活動の強化

	
	
	道路沿いの花壇作りによる花のネットワーク化

	
	
	景観形成指針の検討

	
	
	森林活用型観光・レクリエーションの整備

	
	
	樹海・風穴の活用

	
	
	パノラマ台周辺の整備

	
	
	精進湖・本栖湖周辺の整備

	
	山梨県長期総合計画

創・甲斐プラン21
	森林環境教育の推進

	
	
	富士山山小屋トイレ整備率の向上

	
	
	森林の整備、保全による二酸化炭素の吸収

	
	
	エコドライブ（環境に優しい省エネルギー運転）
運動の展開

	
	
	100万本植樹運動（森林の整備・保全に関するボランティア活動）

	
	
	森林生態系モニタリング調査


	観光
	富士山湖水地域
観光振興計画
	樹海トレイルの整備

	
	
	フィールドミュージアム（町全体を博物館に見立てた構想）事業の拡大

	
	
	環境づくりイベントの支援

	
	
	地域景観研究会の立ち上げ

	
	
	河口湖・西湖百景の公募

	
	御坂山系振興計画
	登山ルートの整備（標識、案内看板、トイレ、展望地点の整備も含む）

	
	
	登山情報の提供

	
	
	（広域総合パンフレットの作成、問い合わせ窓口の充実）

	
	
	景観・環境保全策の実施

	
	
	（植生の保護・回復、林相改良等による景観の向上、自然の保護及び利用のマナーに関する啓発）

	
	
	自然体験型観光の推進

	
	
	一般観光客への情報発信

	
	
	関係市町村の連携の推進

	
	富士の国やまなし
観光振興ビジョン
	富士山1億人運動

	
	
	富士山山小屋トイレ整備

	
	
	参加・体験型の多用なツーリズムを展開


	モデル事業等
	エコツーリズム推進モデル事業（環境省）
	エコツーリズムの良い事例をつくるため、モデル地区を選定し、各地区の状況に応じた支援を今年度から３年間実施。富士山北麓地区が選定された。富士山北麓８市町村が対象。当町も含まれている。 

	
	観光交流空間モデル事業
（国土交通省）


	地域経済の活性化、生活環境向上及び国民等の観光ニーズに応えることを目的として、地域特性を踏まえた観光戦略に基づき、多様な地域資源を活用し、地域の幅広い関係者が一体となって進める観光を軸とした良好な地域づくりと観光交流拡大の取組みを国土交通省が支援する。当地域も選定されている。

	
	関東の富士見100景
（国土交通省）
	富士山の良好な眺望を得られる地点を選定。周辺景観の保全や活用への支援を通じ、美しい地域づくりの推進を図る。富士河口湖町は、河口湖からの富士として、梨川もみじ回廊、長崎公園、大石公園と周辺広場、もみじトンネルが選定され、西湖からの富士として、いやしの里根場、西湖野鳥の森公園が選定された。

	
	まちづくり交付金
	地域の歴史・文化・自然環境の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることが目的。市町村が作成した都市再生整備計画に基づき実施される事業の費用に充当するために交付する交付金。富士河口湖では、河口湖船津地区、河口湖南部地区、西湖地区が選定されている。


3-b　社会動向
（21世紀は経済発展と環境保護の両立が求められている）

地球温暖化、化石資源の枯渇、産業廃棄物の問題など地球環境について、警鐘が鳴らされて久しい。世界的な地球環境の悪化が人類の存続に影を落とし始め、しきりに持続可能な発展（サスティナブル・ディベロップメント）ということが叫ばれるようになった。21世紀はこれまで人類が追い求めてきた闇雲な経済発展だけではなしに、経済発展と環境保護の両立が求められていることは論をまたない。

（自然環境の持続可能な利用）

翻って観光産業を鑑みるに、ここでも同じ現象が起きている。自然資源を対象とした観光は、その多くが国立公園などその国の代表的な景勝地を舞台にしているものが多い。しかし多くの来訪者が訪れることにより、自然環境の破壊が起こるという問題が起きている。これは自然資源を商品としている観光地にとっては、自らの首を絞める行為であり、持続可能な利用が求められている。


（21世紀の観光はエコツーリズムの世紀）


このような背景があり、近年、エコツーリズムという新しいスタイルの観光が注目を集めている。エコツーリズムとは、森林・山岳地帯、海域といった自然資源やその土地の歴史や文化を損なうことなく、観光の対象として活用するツーリズムのことである。自然の成り立ちやその価値、また歴史や文化も含めた解説を受けながら楽しむという教育的要素を含んだツーリズムでもあり、従来型の団体旅行から個人旅行へと観光の形態が変化を遂げる中で、強い関心が集まっている。

エコツーリズムは、途上国の自然保護の資金調達手段として発祥し、発展してきたという歴史がある。現在は、先進国でも持続可能な観光のスタイルとして用いており、2002年は国連がエコツーリズム年に指定するなど、まさに21世紀の観光はエコツーリズムの世紀といっても過言ではない。


（団体旅行から個人旅行、物見遊山的な観光から、参加し、学ぶという体験学習型の旅行へ）


観光形態に関しては、近年、従来の団体旅行型から個人旅行型へと変化しており、その目的も単なる物見遊山的な観光から、参加し、学ぶという体験学習型への関心が高まっている。更に世界的な環境問題に対する高まりを受け、観光を通して環境保護への理解を深めるというエコツーリズムにも関心が集まっている。だがまだ全国的に広まっているとは言いがたい。エコツーリズムの理念が我が国に持ち込まれ、既に10年以上が経過し、沖縄、屋久島、小笠原等で先進的な取り組みが行われているが、多くの観光地ではまだその考え方すら普及していないのが現状である。
故に環境省は、平成15年度よりエコツーリズム推進モデル事業を進めるなど国家的プロジェクトも進行している。富士河口湖町もこのプロジェクトのモデル地区（モデル地区は富士北麓地域）に選定されており、積極的な展開が期待されている。

（地方主権の環境保護が求められている）

政治・行政全体の歴史的変遷の中で、中央集権から地方主権が求められて久しいが、環境保護の分野でも同じことが言える。同じ国立公園という枠組みでもたとえば富士山と屋久島はまったく自然環境が異なり、保護の仕方、活用の仕方も異なる。現在求められているのは、中央集権的な環境保護ではなく、地域に根ざした地方主権の独自の対策である。

4章　課題および本計画の基本的な考え方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4-a 課題

総合的課題

○富士河口湖町・上九一色村の主産業である観光産業の発展のためには、最大の観光資源である森林・山岳資源の持続可能な利用が必要である。

○富士山には7月、8月の登山シーズンだけでも富士吉田口登山道を15万人が利用し、5合目の駐車場には年間200万人が訪れる。登頂者だけでも年間20万人に及ぶと言われている。近年、環境配慮型のトイレの設置の進展や、ボランティアによる清掃活動、登山者のマナーが向上したことにより、ゴミ問題など改善している点もあるが、多くの観光客が短期間に集中するため、いまだ環境保全の遂行は容易ではない。平成15年5月の世界自然遺産候補地検討委員会においても、以下の課題が指摘され、国内候補の選から漏れてしまった。


１　短期間に多数の訪問者が訪れることによるゴミ・屎尿の問題

２　山麓部における不法投棄

３　山麓部の人為的改変


また登山道の荒廃、植生の破壊、交通混雑による利用環境の悪化等、様々な環境問題が指摘されている。富士山は富士河口湖町・上九一色村にとっては景観資源としての役割を果たしているだけでなく、登山口の機能も果たしており、国や県と連携して富士山の保全に積極的に取り組むべきである。

○広大な面積を持つ富士山区域には、人目につきにくく、車での立ち入りも可能な箇所があるため、不法投棄の温床となっている。現在、山梨県は今年度限りで緊急雇用対策として24時間体制でパトロールを行っている。不法投棄が多いポイントは地元のNPO法人・富士山クラブや山梨県の廃棄物対策協議会が従来から行っている監視パトロールの結果から判明しているため、重点的にパトロールを行っている状況である。しかし結果として山梨県が行っているパトロールだけでは不法投棄を防ぎきれていない。

不法投機されたゴミ
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○富士山周辺は富士箱根伊豆国立公園に指定されているが、環境省の自然保護官（レンジャー）は1名だけでしかも南アルプス地域も兼任している。本来は国立公園の監督官庁である環境省のレンジャーが、現場のパトロールや保護対策を行うべきだが、許認可業務や会議などデスクワークに終始しているのが現状である。平成17年度から環境省が自然保護官の補佐役としてアクティブレンジャー制度を創設し、富士山区域においても富士五湖地区ならびに沼津地区に各1名配置された。山梨県においても独自に「富士山レンジャー（自然保護官）」制度を平成17年度に創設した（別途参照）が、初年度採用数は2名であり、未だマンパワー不足は否めない。故に自然公園法に違反する利用者の取り締まりを始め、富士山の抱える諸問題に対応できていない。


○富士山区域をフィールドとして活動するNPO団体を始めとするエコツアー事業者が多数存在し、現在では、徐々にネットワークが構築されつつあるが、組織間の対立も多く、有機的な連携が図れているとは言いがたく、いまだバラバラにエコツアーが行われている感が否めない。また全ての団体は富士山区域の保護を前提に活動しているが、大きな方向は共通していても、独自のルールで活動しており、団体が結束して大きなエネルギーに結実していない。質の高いエコツアーの提供、また富士山区域の自然資源の保護のために、関係する自治体、事業者のより一層の連携が求められる。

○様々な計画書が策定され、良き施策が構想にのぼるが、財源の裏打ちや人材の確保などの詰めが甘いため、具体的に実施されず、絵空事に終わってしまう場合が多い。

○自然学習の拠点である河口湖フィールドセンターや山梨県の環境科学研究所、富士山の麓に位置するビジターセンター、環境省の生物多様性センターなど剣丸尾樹海周辺には多くの学習施設がある。地質調査などで共同研究も行われ、基礎研究のネットワークは少しずつ構築されているが、基本的には互いの施設がバラバラに活動を行っており、まだ相乗効果が上がるような活用がなされていない。またそれぞれの施設の果たす役割が明確でないことが最大の問題である。

自然学習拠点

	富士河口湖町に位置する自然学習拠点
	

	河口湖フィールドセンター
	富士河口湖町の自然学習拠点

	富士ビジターセンター
	山梨県の施設。富士山に関する様々な情報を学べる施設。

	野鳥の森公園
	西湖湖畔根場民宿近くに有る青木ヶ原樹海に囲まれた大自然そのままの公園。富士山の眺望が美しい。

	西湖コウモリ穴
	全長350ｍ以上で富士北麓の溶岩洞穴中で最大規模を誇る。現在は整備され、洞窟の3分の2までは利用が可能となっている。

	富岳風穴
	貞観6年(864年)の富士山の側火山長尾山の爆発の際にできた洞窟。真夏でも氷が見られ、観光客がたえない。昭和4年に文部省（現・文部科学省）の天然記念物の指定を受けてから世界的に紹介され、地質学上、貴重な存在となっている。 


	富士河口湖町以外に位置する自然学習拠点
	

	山梨県環境科学研究所　
	「自然と人との共生」をテーマとした研究を行い、他にも環境学習の促進や情報発信を行う。所在は富士吉田市。

	生物多様性センター
	環境省の施設。「調査」「情報」「標本資料」「普及啓発」の４つの柱のもとに総合的に業務を行う。所在は富士吉田市。


資源別課題
富士山

○富士山に関しては、富士河口湖町・上九一色村にとっては主として景観の対象である。富士河口湖町の地区財産区が借用している富士山三合目小屋敷地、船津登山道（林道）、及び五合目御庭小屋敷地が存在するが、有効的な利用がなされていない。

青木ヶ原樹海
○近年、青木ヶ原樹海では、ツアー業者のオーバーユース、一般観光客による無秩序な立ち入りなどによって環境破壊が徐々に進行しつつある。具体的な被害としては、踏み荒らしによる局所的な植生の損傷と景観の悪化、溶岩周辺の生物多様性の低下、繁殖期での立ち入りによる生態系の撹乱、産業廃棄物や家庭ゴミの不法投棄、樹木の伐採、印をつける行為、たき火、落書きなどである。

○青木ヶ原樹海をフィールドとしたエコツアーの主たるものは、教育関連での使用が多い。現状としては、5月、6月に利用者が集中する。そのほとんどが全国の小中学校の修学旅行や林間学校などの教育旅行である。全国的に教育旅行はそのほとんどが5月、6月に重なっているため特定の時期に利用が集中している。多くの人間が一度に樹海に立ち入るため、樹海の生命線である苔が剥離し、樹木が枯れてしまうのではないかと懸念されている。

○富士河口湖町は、町独自に樹海の適正な保護と利用のため、公認ネイチャーガイド制度を創設した。しかし町の公認ガイドでなければ樹海でのエコツアーを実施することが出来ないというものではなく、樹海でのエコツアーの大半は各々の事業者が自由にツアーを実施している状況であり、抜本的な対策が求められる。

○平成16年度の7月1日からは「富士山青木ヶ原樹海エコツアーガイドライン」に添う形で活動を行うこととなったが、法的規制力を持たないため、全てが遵守されているとは言いがたい。特に1団体（1グループ）あたりのガイドの数は、参加者概ね10名につき1名を目安に配置する、という点については、商業的に成り立たないと言う団体もある。ガイドラインの内容自体も更なる変更が求められる。
○青木ヶ原樹海の大室山周辺は特別保護地区にもかかわらず、民間団体の自然体験学習プログラムを始めとする無秩序な利用により、樹海の生命線である苔の剥離が進行しており、早急な保護対策が求められる。
○現在、蝙蝠穴の入場者のコントロールがまったくできていない。ピーク時は、利用者が数珠つなぎになってしまうことも多く、蝙蝠の生息に影響をおよぼすと懸念する声もある。たとえば洞窟内に多くの人間が入ることにより、洞窟内の温度が上昇し、蝙蝠への影響が懸念されている。

○ゴミの不法投棄が多い。ＮＰＯ団体を始めとするボランティア活動で、清掃活動が行われているが、抜本的な対策が求められている。

○メディアでの取り上げられ方などの影響のため、いまだ多くの国民にとっては「自殺の名所」というイメージが強く、エコツアーの先進地として更なるイメージアップも求められる。

剣丸尾樹海


○青木ヶ原樹海と同じく特定時期に利用者が集中する。そのほとんどが全国の小中学校の修学旅行や林間学校などの教育旅行である。快適なエコツアーの提供のため、利用者の特定時期への集中の緩和が求められる。

御坂山系

○御坂山系の保全と活用に関しては、平成14年6月に策定された「御坂山系振興計画」に問題点ならびに基本的にこれらの改善策は示されているが、財政上の問題や人員不足により計画通りに進んでいない。


○関係市町村である富士河口湖町、上九一色村、笛吹市、西桂町、芦川村の５市町村が御坂山系振興協議会を開催し、問題解決のために動いているが、形式的に過ぎず、具体的な問題解決のための組織として機能させる必要がある。

○御坂山系で最も利用されているルートは、富士河口湖町の三つ峠登山口から三つ峠山に登るルートで通称「裏登山道」と呼ばれているが、御坂山系の利用者のうちほとんどはこの裏登山道の利用者で占められる。名峰・富士をはじめ、河口湖、西湖を見渡せる国内有数の貴重な自然的価値を有しているが、他のルートの利用者はあまりなく十分に生かされていない。縦走者は全体の１％に過ぎないといういう報告もあり、利用者がいないことが逆に登山道の荒廃等を招いてもいる。

○全盛期に比べ、登山客が減少傾向にある。


○富士山の景観が最大の観光資源であることは明白だが、カラマツなどの成長により眺望がさえぎられ、十分に眺望が生かされていない。また鉄塔、アンテナなどによる景観の損いがある。

○踏み荒らしによる植生の破壊、ゴミの投棄、植物の盗掘が見られる。

○トイレの不足、誘導・案内看板の統一的な整備などがある。

精進湖周辺

○遊歩道としては東海自然歩道と精進湖自然観察路があるが、あまり利用されていない。精進湖自然道に関しては遊歩道への出入り口が国道に接しており、駐車場やトイレ、信号など活用のためには新たな整備が求められる。またこれらの遊歩道を活用していく際の拠点の構築の必要がある。

本栖湖周辺

○歴史と自然の融合として樹海内に武田信玄公が作ったといわれる石塁、築石、また城山には本栖城の址があるが、その存在すらあまり知られていない。歴史と自然の複合的なエコツアーの種類を開発することが求められる。城山に関しては、案内看板はあるものの、進む方向すらわからず、ルートは荒廃している。案内看板の整備、ルートの整備、そして頂上には説明が必要である。

4-b　　本計画の考え方


当地域の産業構造の根幹は観光産業であり、当地域の観光産業の最大の資源は富士山や青木ヶ原樹海、御坂山系を始めとする自然環境である。しかし自然環境はもろく、適切な保全の上での活用がなされなければ観光産業の持続、発展は得られない。故に当地域の更なる発展のためには、自然環境の適正な保全と活用による持続可能な新しい観光産業の創出が必須条件となる。

4-c　基本方針

１　『保全と活用のバランスを取る』：保全か活用かという非現実的な二者択一ではなく、人間の幸福と持続可能な社会の構築という大目標を踏まえた現実的な資源保全・活用を目指す。

２　『持続可能な体制づくり』：資源を永続的に保全し活用できるように、施策を実行できる体制の構築、裏付けとなる財源の確保に努める。

３　『全世界的な視点』：富士河口湖町と上九一色村の地域活性化に資する計画とすることが第一義であるが、富士山は日本のシンボルであり当地域は日本を代表する観光地であるという特殊性も鑑み、資源の保全・活用にあたっては地域の独りよがりとならないよう全世界的な視点にも配慮する。

４　『エコツーリズムを基軸とした観光』：当地域の基幹産業は観光であることから森林・山岳資源の観光的価値を重視し、観光活用に関しては「自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた」であるエコツーリズムの考え方を基軸とする。

５　『客観的合理性に基づく施設整備』：資源の保全並びに適正な活用に役立つ施設は、計画論的視点や客観的データに基づいた合理性に極力基づいた上で必要性を判断し整備することとする。


６　『自然資源並びに取り組みの積極的ＰＲ』：自然資源並びにその保全・活用に関する取り組みを広く積極的かつ効果的にＰＲし、観光客誘致並びに地域のイメージアップに役立てる。
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５－ｂ　施策
資源の保全・活用の基本的枠組みの設定　


１　森林山岳資源の保全・活用ゾーニング計画

森林山岳資源を適正に保全しつつ活用するためには、計画的な利用が不可欠である。厳格に自然を保全するゾーン（原則立入不可）、ガイド同伴でのみ立入可能なゾーン、遊歩道上は自由に歩けるゾーン、里山に親しむゾーンなど利用形態を区分して計画的に保全・利用を図る必要がある。

まず第一に青木ヶ原樹海とその他の森林山岳地域を分けて考える必要がある。青木ヶ原樹海に立ち入る人はエコツアー参加者の他、一般ハイカー、自然教室等、探検サークル等、不法投棄業者、キノコ・山菜などの採取者、調査・研究者など様々な主体があり、現在運用されているエコツアーのガイドラインだけでは保全と利用のコントロールを担保できないことは自明である。

従って青木ヶ原樹海を様々な目的で訪れる全ての人が守るべき共通ルールとして、ゾーニング計画を定める。ゾーニングは自然公園法の地種区分をベースとしつつ、現状のエコツアー利用状況（ガイドラインで利用可能とされているルートや洞穴）や、ハイキング利用の状況、土地利用状況などを鑑みて定める。

なおゾーニング計画の策定に関しては、土地所有を根拠とし、関係自治体および関係団体との申し合わせによる紳士協定的な要綱を定めることからスタートさせる。青木ヶ原樹海に関しては、ほとんどの土地所有が山梨県となっているため、山梨県に対する積極的な働きかけを行う。将来的には土地所有を根拠とし、罰則を含む条例を策定することも視野に入れる。

具体的なゾーニング計画は下図の通りである。

	ゾーン区分
	ゾーニング
	ゾーンニングの内容

	A：原則立入禁止ゾーン
	特別保護地区のうち、東海自然歩道、精進登山道、県道鳴沢富士宮線、上九一色村・鳴沢村の境界線に囲まれたエリア。
	原則あらゆる立ち寄りが不可

調査研究、その他の目的による立入は許可制とする。

	B：ガイド同伴義務付け立入ゾーン
	精進登山道を東端、東海自然歩道及び国道139号を西端とする３角地帯のうち、特別保護地区、第１種特別地域、第２種特別地域にあたるエリア。県道鳴沢富士宮線、並びに精進民宿村、本栖の集落地を除く。
	公的認定を受けたガイドの同伴がなければ原則立入不可とする。ガイド同伴であっても、利用可能なルートはエコツアーガイドラインに定められた道と洞穴のみとする。その他エリアへの立入は許可制とする。

	C：遊歩道上のみ自由立入可能ゾーン
	青木ヶ原樹海のうち上記以外のエリア（西湖、精進湖、本栖湖、富士ヶ嶺地域の普通地域に囲まれたエリア）。
	遊歩道上に限り自由に通行可能とする。その他エリアへの立入は許可制とする。

	D：里山的利用ゾーン
	その他の山岳エリア。
	自然公園法に反しない利用が可能。ただし地権者の意向に沿った利用方法に限る。


ソーニング計画
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２　御坂山系振興協議会の活発化

御坂山系の保全と活用に関しては、平成14年6月に策定された「御坂山系振興計画」に問題点ならびに改善策は示されているが、財政上の問題や人員不足により計画通りに進んでいない。また関係市町村である富士河口湖町・上九一色村、笛吹市、西桂町、芦川村の５市町村が御坂山系振興協議会を開催し、問題解決のために動いているが、形式的に過ぎず、具体的な問題解決のための組織として機能させる必要がある。

今後は「御坂山系振興計画」にあげられている諸問題ならびに改善策を事業として取り組むことの出来るNPOまたは団体を探し、一部の事業を外部委託する。もしくはそのような事業を受け持つことの出来る団体を富士河口湖町・上九一色村が育て、事業を委託する。現在、富士河口湖町の公認ガイドで構成されるネイチャーガイド協議会が存在するが、この団体をさらに組織として結束の固いものとし、2年ほどの期間で事業を委託できる団体に育て上げることも考えられる。

３　富士山保護財団（仮称）の設立への提言

富士山区域の保全と活用のための組織として、環境省、林野庁、山梨県、静岡県を始め、周辺市町村が出資した「富士山保護財団（仮称）」の設立を目指し、富士河口湖町・上九一色村が中心となって関係団体に働きかける。なお職員に関しては、森林山岳資源および行政に造詣の深い人物を数名雇用することとする。

財団の役割の中心は、国際連合のように協議の場を設けることで、富士山をとりまく関係団体間の協議の場を提供し、縦割り行政の弊害を解消し、中・長期的問題について統一的な保全計画を策定し、円滑な施策の実施を促す役割を果たすことである。また不法投棄対策にしてもレンジャー業務にしても各々の組織が独自に対策を講じているということにより無駄が生じている面も否めない。これらの組織間に協議の場を設け、調整役として、有機的な連携並びに役割分担を明確化することにより、効率の良い施策の実施を定め、富士山を取り巻く関係自体体、関係団体をネットワーク化させ、資源保全の体制を構築する。

財団の運営を支える財源に関しては、各種補助金、寄付金を始め、長期的には富士山の入山料も視野に入れ、山梨県、静岡県の両県に働きかけを行うこととする。財団運営を継続していくための鍵は設立までの意思決定のプロセスおよび幅広い関係者の合意形成である。そのためにも財団設立の前準備として富士山サミット（仮称）などの開催などを通し、広く合意形成を図っていくこととする。

また地元のNPO団体や市民団体などへも呼びかけ、市民レベルでの合意形成も積極的に行っていくようにする。財団の設立、運営には日本の自然保護の発祥地である尾瀬の自然環境保全の中心的な役割を果たしている尾瀬保護財団を参考とする。
	富士保護財団（仮称）の役割

	役割
	概要

	富士山サミット（仮称）
の開催
	年に一度の富士山サミット（仮称）を開催する。環境省、林野庁、山梨県、静岡県を始め、関係自治体並びに団体の代表者を集め、富士山区域の統一的且つ効率的な取り組みの実施がなされるよう中・長期的なビジョン、方策を定める。

	協議会の開催
	毎月一度、富士山区域の環境保全および観光振興の担当者を集め、協議会を開催する。富士山サミット（仮称）で確認した中・長期的な展望、方策を実施するにあたり、実務者レベルで統一的な施策の実施を図る。また施策実施の効率化のために行政の縦割りの弊害の解消を図り、明確な役割分担を定めることに重点を置く。

	計画書の策定
	年に一度の富士山サミット（仮称）の協議内容をもとに、関係自治体、関係団体が行う取り組みをまとめ年度ごとの富士山管理計画を策定する。

	関係自治体および団体の
現状の把握
	問題点、進捗状況など富士山区域をとりまく全ての団体において常に把握する資料の蓄積を構築する。


	参考例：尾瀬保護財団

日本の自然保護の発祥地である尾瀬では、尾瀬保護財団が中心となり、関係団体と有機的な連携が図られ、適切に管理がなされている。尾瀬は群馬県、福島県、新潟県の３県にまたがっており、日光国立公園に指定された地域である。尾瀬保護財団が設立された背景には、年間50万人を超える利用者が訪れ、特定の時期での利用集中のため、登山道や湿原が荒廃するなど様々な環境問題が生じていたことがあげられる。また環境省、林野庁、群馬県、福島県、新潟県、湯之谷村、桧枝岐村、片品村、東京電力（尾瀬の約7割の土地を所有）、尾瀬林業（東京電力の子会社で土地の管理をしている）といったように尾瀬を取り巻く管理体制が複雑化していた。


平成4年に、群馬、福島、新潟の三県知事による尾瀬サミットが尾瀬沼畔において開催され、このような尾瀬の管理体制を一元化するために「尾瀬保護財団の設立について検討を進める」ことが合意される。尾瀬保護財団はその約3年後の平成の７年の８月３日に設立された。基本財産を国債の購入や定期預金を組むことにより、資産運用しつつ、環境省や群馬県などから事業を受託、更に補助金収入、寄付金収入などもある。現在、正規の職員は２人。関係団体から6名の職員が派遣（群馬県から３人、福島県から１人、東京電力から２人）され、アルバイトも雇っている。


主な事業としては、現場のパトロールを始め、入山者指導、自然解説、啓発のパンフレットの作成、植生回復を始めとする環境保全事業、公衆トイレの維持清掃、尾瀬沼ビジターセンターの管理運営（環境省からの委託事業）、尾瀬山の花ビジターセンターの管理運営（群馬県からの委託事業）、環境省所管施設の維持管理、国立公園利用適正化推進事業（環境省受託事業）などを行っている。尾瀬保護財団の設立により、財団が中心となり、関係団体との有機的な連携が図られ、様々な自然環境保全対策がほどこされている。
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湿原の保護のために木道が敷設されている
2004年の尾瀬サミット　国、関係自治体、地権者が集まり、尾瀬の保護のために毎年サミットを開催している
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朝もやの尾瀬

尾瀬沼


　　資料：『尾瀬保護財団ホームページ』

尾瀬保護財団の主な取り組み

（平成１７年度尾瀬保護財団の主な事業）

（１）　利用者啓発事業

利用マナーの啓発。尾瀬の貴重な自然について理解を深めるための自然解説活動等。

（２）　自然解説事業

尾瀬山の鼻及び尾瀬沼の両ビジターセンター職員による自然解説活動を実施。 

（３）　指導者養成事業
財団活動の充実を目的として、長期的視点から、財団職員の資質向上を図るため、各種研修会への派遣、現地視察など、指導者としての養成を計画的に進める。 

（４）　啓発PR事業

「第７回尾瀬フォーラム」の開催など。

（５）　環境保全事業

尾瀬地域内の荒廃湿原などの植生を復元するため、尾瀬ヶ原地区（群馬県）、沼尻地区（福島県）などの植生荒廃地について、環境省・群馬県・福島県から受託し、復元作業などを実施。 

（６）　施設管理事業

環境省、群馬県から尾瀬地域内のビジターセンターや公衆トイレなどの施設管理を受託実施。

（７）　調査研究事業

平成１２年度から１６年度まで実施した尾瀬地区をモデルとした自然環境保全のための利用適正化システムの運用をしながら得られた知見をもとに、抽出された課題を解決するため、尾瀬関係者間でのシステム共有と運用を図る。 

（８）　友の会事業

尾瀬保護財団「友の会」にて財団を支援する会員を広く求める。会員には会報の配布、尾瀬山小屋宿泊料金１０％割引の特典などがある。

（９）　財団設立十周年記念事業

尾瀬保護財団設立満十周年を機に、これまでの尾瀬、今後の尾瀬を考える機会として記念事業を開催。

（１０）　財団の運営

・理事会、評議員会の開催

・尾瀬サミットの開催

・尾瀬保護財団企画運営委員会の開催
・尾瀬地域関係者連絡会議の開催

（尾瀬地域における関係者の情報を共有し、緊密な連携の下で公園事業などの円滑な推進を図るため、環境省、３県１市２村、東京電力、山小屋組合などを構成員とする連絡会議を開催） 

・平成11年度に認定を受けた「特定公益増進法人」の指定制度を活用し、寄付金の増額を図る。 

・尾瀬管理補助員（サブレンジャー）の雇用


　関係団体の主な取り組み　資料：『尾瀬保護財団ホームページ』

名称
実施内容
福島県
マイカー規制
植生復元事業（沼尻地区、見晴・温泉地区）
公衆トイレ・木道・展望テラス等の施設整備
尾瀬保護指導委員会の設置及び開催
ゴミ持ち帰り運動の実施
尾瀬総合学術調査の実施
子どもサミットの開催　など
群馬県
マイカー規制
植生復元事業（アヤメ平、至仏山東面地区）
公衆トイレ・木道等の施設整備
至仏山東面登山道の整備
ビジターセンター設置
自然解説員の配置
尾瀬保護専門委員の配置
ゴミ持ち帰り運動の実施
尾瀬総合学術調査の実施
子どもサミットの開催　など
新潟県
国立公園管理
子どもサミットの開催
尾瀬総合学術調査の実施　など
檜枝岐村
マイカー規制の実施
美化清掃活動
駐車場の整備　など
片品村
マイカー規制の実施
美化清掃活動
駐車場の整備　など
湯之谷村
登山道整備
適正利用PR　など
尾瀬山小屋組合
植生復元作業（アヤメ平、沼尻地区）
宿泊定員の凍結及び完全予約制の実施
風呂休止日の設定
シャンプー・石けんの使用禁止
美化清掃活動　など
東京電力㈱

植生復元作業（アヤメ平）
木道・登山道の整備
公衆トイレの整備
平日利用のPR
森林復元事業
美化清掃活動
案内板の設置　など

尾瀬林業㈱

植生復元作業
木道・登山道の整備
公衆トイレ・駐車場の整備・管理
美化清掃活動
案内板の設置
土地の適正管理　など

環境省

自然公園法に基づく公園管理
ビジターセンターの設置
公衆トイレ及び木道の整備
センサーによる入山者数調査　など

財団設立にいたる経緯　資料：「尾瀬保護財団ウェブサイト」

昭和63/ 5/30

尾瀬を守る懇話会「尾瀬を守るための提言」を発表

昭和63/ 9/16

第１回日光国立公園尾瀬地区保全対策推進連絡協議会

（以下「協議会」）を開催
平成元/ 4/25

第２回協議会開催

平成元/ 7/ 1

第３回協議会開催（・入山料徴取報道の混乱整理）

平成 2/ 1/14

「入山料徴取断念」マスコミ報道

平成 2/ 5/24

第４回協議会において「尾瀬の管理団体について検討を進める」ことが決定される。

平成 4/ 8/ 4

群馬、福島、新潟の三県知事による尾瀬サミットが尾瀬沼畔において開催され「尾瀬保護財団の設立について検討を進める」ことが合意される。

平成 4/12/16

三県知事名により「尾瀬保護財団（仮称）の設立に関する要望書」が環境庁長官に対し提出される。

平成 6/ 5/20

三県知事名により「尾瀬保護財団（仮称）の設立に関する要望書」が大蔵大臣、環境庁長官に対し提出される。

平成 7/ 1/19

第５回協議会において「尾瀬保護財団の設立」について基本合意がされる。

平成 7/ 5/26

尾瀬保護財団設立準備会が開催される。

平成 7/ 6/ 7

自然保護団体に対し、協議会の主催による「尾瀬保護財団の設立」の説明会が開催される。

平成 7/ 6/13

尾瀬保護財団設立発起人会が開催される。

平成 7　8/ 3

内閣総理大臣により「尾瀬保護財団の設立」が許可される。

財団法人尾瀬保護財団第１回理事会が開催される。




４　資源保全の体制づくり

「富士山保護財団（仮称）」を中核的な存在とし、関係自治体、関係団体、および町民が一丸となって富士山区域の自然環境資源の保全と活用を図る。

	名称
	役割

	富士山保護財団（仮称）
	富士山サミット（仮称）の開催
毎月一度の協議会の開催
富士山サミット（仮称）および協議会の資料作成
富士山地域の統一的な管理計画の策定
管理計画実施のための関係団体との調整　など

	住民
	観光客を歓待する姿勢の向上および森林山岳資源に関する学習の徹底
観光客に対する自然環境への意識啓発
新しい観光のスタイルとしてのエコツーリズムを積極的に周知　など

	北麓西部エコツーリズム協会（仮称）
	質の高いエコツーリズムの提供
北麓地区の統一したガイド認定制度の実施
エコツアー業者のネットワーク化

森林山岳資源を舞台としたツアーの積極的なＰＲ。
自然環境保全への意識啓発
美化清掃活動　など

	環境省
	自然公園法に基づく公園管理
公衆トイレ及び木道の整備
案内看板の整備
入山者数調査
レンジャーの人員増
富士山区域全体の不法投棄対策　など

	山梨県
	地方独自の「富士山レンジャー」制度を静岡県と統一して再編し、両県で同内容の地方レンジャー制度を発足
入山料制度の導入
青木ヶ原樹海を中心とした森林山岳資源のゾーニング計画の実施
山梨県側の不法投棄対策
施設の管理
マイカー規制の実施
駐車場の整備　など

	静岡県
	山梨県が創設した地方独自の「富士山レンジャー」制度を統一し、両県で同内容の地方レンジャー制度を発足
入山料制度の導入
静岡県側の不法投棄対策
施設の管理
マイカー規制の実施
駐車場の整備　など

	富士河口湖町
	関係自治体、団体への働きかけ
富士河口湖レンジャー制度の発足
青木ヶ原樹海を中心とした森林山岳資源のゾーニング計画の実施
NPO団体などへの自然環境保全事業の外部委託
ガイド制度、エコツアープログラムの拡充、およびガイド制度を北麓西部エコツーリズム協会へ移行させ、公認を始めとするバックアップ体制の構築

町民の中で森林山岳資源に詳しい方の知識のデータベース化と勉強会による町民への知識の拡大


富士山保護財団を中核とした資源保全の体制
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５　不法投棄対策

廃棄物の不法投棄は、自然環境を脅かす重大な犯罪である。当地域では特に山麓部への不法投棄が多く、NPO団体などの清掃活動が行われているが、不法投棄を根本から絶つためには、山梨県、市町村、NPO団体、市民の連携による抜本的な対策が必要である。

県レベルでは、県庁と警察との連携による不法投棄ルートの解明（投棄者、排出者の特定）、法的措置による原状回復の要求、産廃運搬車両の調査、不法投棄の多い道路の夜間通行禁止、また現在行っている24時間パトロールを更に強化するなど根本的な対策を行うよう提言する。

町レベルではNPO団体やエコツアーのガイドだけでなく、町民に山梨県環境整備課廃棄物不法投棄対策室が行っている不法投棄監視協力員への登録を奨励し、住民監視体制を構築し、不法投棄の現場を目撃した場合は、県に報告することや、注意を呼びかけたり、是正を要求できるような体制を構築する。


	参考例：各県の不法投棄対策について

	奈良県では平成12年4月に「奈良県産業廃棄物監視センター」を設立。産業廃棄物の不法投棄や不適正処理の監視体制を強化した。奈良県警察本部とも連携し、違法業者の摘発や逮捕、不法投棄された産廃物の撤去などに効果をあげている。また東京都では平成１４年4月から「産廃Gメン」を創設。警視庁からの出向者と都庁職員の2人1組でチームを組み、産廃運搬車両の路上調査や不法投棄ルートの解明にあたっている。

産業廃棄物の不法投棄が全国で一番多い自治体である千葉県は平成11年度には約18トンだった不法投棄量を3年間で3.6トンまでに抑制することに成功した。この背景には県職員ならびに県警、市町村からの出向者によって産廃対策特別チーム（産廃Gメン）によるパトロール、検問、立ち入り調査、障害物設置による現地封鎖などの取り組みによる成果である。


またこの組織はパトロールだけではなく、投棄者、排出者の特定調査から投棄者に廃棄物を撤去させる一連の作業の実働部隊であり、強い権限を持っている。平成16年度の産廃対策特別チーム（産廃Gメン）の人員は、509名。（県内65市町村から推薦のあった職員に対して県職員との伴任を発令した380名、県の出先機関などに常駐する監視班員93名、県の産業廃棄物課監視指導室の職員36名、職員には公安からの出向者も含む）。このように強い権限を持つ巨大組織の存在が抑制をもたらせている。


 ６　富士山区域の環境保全のための財源確保の提言

・富士スバルラインの通行料金の利用

国土交通省は、富士河口湖町から富士山５合目を結ぶ富士スバルラインの償還期限が切れる平成17年６月以降も、環境保全を主な目的に、引き続き利用料金の徴収を認める方針を固めた。山梨県は、利用料金をオフロード車両（舗装されていない道用の車両）が道路外に乗り入れないための柵の設置や、樹木の補植などに充てる計画であるが、通行料金は乗用車が往復２３００円で年間約４０万台が通行していることを考慮するとその収入は9億2千万円ほどと試算できる。この財源の一部を富士保護財団の設立、不法投棄対策などを始めとする富士山区域の環境保全活動に充てるように積極的に提言する。

・入山料徴収の提言

富士山には7月、8月の登山シーズンだけでも富士吉田口登山道を15万人が利用し、5合目の駐車場には年間200万人が訪れ、登頂者だけでも年間20万人に及ぶと言われている。富士山の環境問題の大半はこの特定シーズンの集中的な利用に起因している。今後は、受益者負担の観点から、山梨県、静岡県の両県で統一して登山者への入山料を法定外目的税として徴収し、富士保護財団の設立、不法投棄対策などを始めとする富士山区域の環境保全活動に充てるように積極的に提言する。

法定外目的税の導入は両県が決定する事項となるが、知事の判断もさることながら、組織の上層部からの指示だけではなく、このような新たな取り組みには世論の形成も必要となる。地元のNPO団体や富士山の環境保全に尽力している市民団体とも意見の一致を醸成し、世論形成への協力を得ることが必要となる。

・青木ヶ原樹海利用税の創設

国立公園を始めとする自然公園は基本的には広く国民に利用されることが前提となっているが、日本各地で観光客の増加や無秩序な利用により、貴重な自然が破壊されている。青木ヶ原樹海に関しても同様である。

今後は受益者負担の観点から「青木ヶ原樹海利用税（仮）」を法定外目的税として創設し、保全施策に充てることなども検討に値する。青木ヶ原樹海は行政区分は富士河口湖町・上九一色村、鳴沢村であるが、その大部分が県有林となっており、所有者である山梨県に積極的に働きかけることとする。受益者負担の観点から利用料を徴収することで、環境保全への参加意識を始めとする意識啓発を行い、環境保全に特化した財源を確保することにより独自の環境保護策を講じることができる。税の徴収の方法は富士河口湖町が実施している遊魚税を参考に、主要な入り口に販売機を設け、入場券を身体の見える箇所に付けてもらい、付けてない人を見つけたら徴収することとする。その際にはネイチャーガイドが徴収業務を兼務できることとする。

また国内の国立公園を始めとする自然公園のほぼ全ての場所は、無料で広く国民に利用されている。利用料金を徴収するとなると、最初は反発が予想されるが、逆に利用料金を支払わないと見れない場所という点を強調し、積極的にＰＲする。県の決定事項であるが、NPO団体を始めとするエコツアー業者、市民団体、町民と合意形成を図ることが第一である。

	法定外目的税の導入に関して

	法定外目的税の導入に関しては、富士河口湖町には既に遊魚税の実績がある。旧河口湖町・旧足和田村・旧勝山村の3町村が協力して遊魚税の導入を行い、一回の入漁につき、200円の税金がかけられているが、その使途は、駐車場の整備、湖の環境整備、トイレの設置といった環境保全のためである。


	参考例：乗鞍環境保全税　資料：『岐阜県庁ホームページ』

	中部山岳国立公園内に位置する乗鞍岳周辺には、ライチョウを始めとする希少生物が生息し、また貴重な高山植物の宝庫であり、特別保護地区に指定されている。当該地域へのアクセスは、乗鞍スカイライン（岐阜県側）または県道乗鞍岳線（長野県側）を利用し車で直接入り込むことができるため、気軽に自然を楽しめる場として人気を博しているが、観光客による自然環境に及ぼす影響がかねてから危惧されていた。平成１５年度に乗鞍スカイラインが無料化されることにより、自動車の流入量が激増し、更に自然環境に悪影響を及ぼすことが懸念されるため、地元市町村を中心に検討が進められ、無料化後はマイカー規制を実施することとなった。
県では、マイカー規制を契機として積極的な乗鞍地域の環境保全施策を実施することとし、そのための財源を原因者に求める方法として、法定外目的税（乗鞍環境保全税）の導入した。税の骨格案は租税および環境の専門家、地元村長及び県会議員で構成する「乗鞍環境保全税検討委員会」において検討し、平成１４年１０月９日、県議会において岐阜県乗鞍環境保全税条例が可決され、平成１５年２月１９日に総務大臣の同意が得られましたので、平成１５年度から課税・徴収している。税収は環境影響評価調査や環境パトロール員及び自然環境指導員の設置などの乗鞍環境保全施策に充てられており、自然環境の保全が進んでいる。


	乗鞍環境保全税の概要
	資料：『岐阜県庁ホームページ』

	項目　
	内容

	名称
	乗鞍環境保全税

	課税目的
	乗鞍地域の環境保全に係る施策に要する費用に充てるため（「乗鞍地域」とは、「中部山岳国立公園乗鞍鶴ヶ池集団施設地区及びその周辺地域」をいう。）

	課税客体
	乗鞍鶴ヶ池駐車場へ自動車を運転して自ら入り込む行為、又は他人を入り込ませる行為

	納税義務者
	乗鞍鶴ヶ池駐車場へ入り込む自動車を運転する者
（自動車の運転者が、運転者以外の者の行う事業に従事して当該自動車を運転する場合にあっては、事業を行っている者とする。）
＊課税免除
緊急車両等については課税しない。

	課税標準
	乗鞍鶴ヶ池駐車場に自動車で進入する回数

	税率
	○乗車定員が３０人以上の自動車を運転する者
観光バス　　　　　　　　　　　　　 １回につき　　３，０００円
一般乗合用バス　　　　　　　　　１回につき　　２，０００円
○乗車定員が１１人以上２９人以下の自動車を運転する者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １回につき　　１，５００円
○乗車定員が１０人以下である自動車等を運転する者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １回につき　　　　３００円

	徴収方法
	○駐車料金を徴収する自動車等
駐車場料金徴収者（丹生川村）を特別徴収義務者と指定し、特別徴収の方法により徴収する。
○一般乗合用バス等
月ごとの申告納付の方法により徴収する。

	税収の使途
	乗鞍地域の環境保全施策に充てる。

	施行期日
	総務大臣の同意を得た日から起算して６月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

	課税期間
	３年を目途として必要な見直しを行う。


	参考例：入山料を徴収して環境保全に活用している事例（マウントレーニア国立公園）

	マウントレーニア国立公園はその全てがアメリカ連邦政府の所有であり、手つかずの自然が全体の97％を占める。マウントレーニア国立公園への観光入込数は年間に約200万人にも達するが、ゴミ一つ見当たらない。1983年からは入山を許可制にされ宿泊客の上限が設定され、1999年からは入山料20ドルを徴収している。この入山料は国立公園の保護管理の予算に充てられる。
更にトイレのない場所では、屎尿は袋に入れて持ち帰ることを定めている。保護管理を担当するレンジャーは、レーニア国立公園だけで180人。更にボランティアも約750人に上り、彼らはレンジャーの指令のもと自らの得意分野を活かせる業務を遂行している。


７　富士河口湖レンジャー制度の発足
国立公園の監督官庁は環境省であるが、国立公園の自然環境保全を担う自然保護官（レンジャー）の数は富士北麓地域でわずか1名であり、その業務も建築物の許認可業務が多く、顔の見えない存在となっている。平成17年からは環境省アクティブ・レンジャー（自然保護官補佐）が１名加わり、山梨県も富士山レンジャー制度を発足させ新たに２名が現場の自然環境保全につとめているが、利用者のマナー違反、また不法投棄があとを絶たないなどマンパワー不足は否めない。

富士河口湖・上九一色村は富士河口湖公認ネイチャーガイドにレンジャー業務と類した活動を行うことを可能にするためにレンジャー業務の講習会を開催し、富士河口湖公認ネイチャーガイド兼富士河口湖レンジャーとして、以下の業務を環境省レンジャー、アクティブレンジャー、富士山レンジャーと連携して行う体制を構築する。なお富士河口湖レンジャーの業務はすべてボランティアとする。環境省が行う自然公園指導員という制度が既にあり、実際にネイチャーガイドの中にも指導員として委嘱されている方もいる。更にその業務内容も富士河口湖レンジャーと似通っているが、自然公園指導員制度が既に形骸化している側面もあり、新たに制度を立ち上げることにより、数十名体制のレンジャーによる監視体制が確立し、自然環境保全の先進地としてのモデルケースとしてＰＲにも寄与する。

基本的な役割は自然公園の利用に関する意識啓発、マナーの徹底の呼びかけ、不法投棄業者の監視などの体制の構築にあるため、レンジャーの役割を担う根拠としては「富士河口湖町」の公認という一点で十分である。明らかに自然公園法に違反者を発見した場合には警察および環境省のレンジャーに通報することとし、他の業務はガイド業と並行して自発的に行う。

	富士河口湖レンジャーの役割

	観光客などへの利用マナーの普及・啓発

	希少な動植物の密猟や盗掘の監視

	不法投棄の監視

	自然公園法の違反者の報告
（報告は環境省レンジャー、アクティブレンジャーのいずれかに行うこととする）


８　「富士山青木ヶ原等エコツアーガイドライン」の改善の提案

山梨県が主催する形で関係団体が集まり、平成16年度の6月25日に「富士山青木ヶ原樹海エコツアーガイドライン」を策定した。同年の7月1日から運用されている。このガイドラインの最大の眼目は、利用可能なルート及び洞穴の決定である。このガイドラインについて一定の効力は期待できるが、法的拘束力がなく、チェック体制が確立されていないという難点がある。更なる改善の提案を行い、より質の高いエコツアーを提供する。

	番号
	改善内容

	　1
	青木ヶ原樹海での歩行は整備された遊歩道上を歩いているだけでは自然破壊にはつながらない。ガイドの説明を聞くときなどに、ルートからはみ出してしまい、苔の剥離につながるというケースも多かった。現在は、参加者１０人に対してガイド１人という一律的な制限事項であるが、遊歩道の幅や自然環境の痛みやすさなどを鑑みて、２０人に１人のルートや１０人に１人のルートというような幅を持たせる。これによりエコツアーの商業的な成立と環境保全を両立を目指す。

	２
	野鳥の森公園へ抜けるルートが禁止となったが、これはあくまでもエコツアーでの利用に制限をかけるものであり、一般の利用者の立ち入りを禁止するものではない。このようなデリケートな場所こそガイド同伴のもと、適正な人数だけが立ち入りできるように制限をかけるべきである。制限の根拠としては土地所有をもとに関係自治体と合意を図る。

	３
	「1団体（1グループ）あたりのガイドの数は、参加者概ね10名につき1名を目安に配置する」という文言が盛り込まれたが、必ずしも守られているとは言えない。ガイドラインは自主規制であり、これまで30人から40人に1人のガイドを点けていたエコツアー業者からすれば、商業的に成り立たないため、現実問題として努力目標として近づけていくことしか出来ないといえる。商業的に成り立たない背景の大きな要因として単価の問題があげられる。屋久島や小笠原など日本で先駆的なエコツアーを行っている地域と比較すると樹海周辺のエコツアー料金は安価に設定し過ぎという感も否めない。今後はルールを守るためにも、各団体が協定を結ぶ形で単価をあげるように提言すべきである。

	４
	「夜行性動物への影響、参加者の事故防止のため、夜間のエコツアー実施は、極力控えることとする」と夜間のエコツアーの自粛がうたわれているが、夜間のエコツアーは自然資源の活用の部分で大きな可能性を持っており、夜の自然の魅力を最大限に引き出す貴重な観光資源である。富士河口湖町・上九一色村が自然環境に悪影響を与えない夜間ツアーの実施方法を研究した上で、その方法に基づいたガイドラインの変更を提言する。


質の高いエコツーリズムの推進

１　北麓西部エコツーリズム協会の設立

富士河口湖町・上九一色村は、現在、鳴沢村、身延町とともにエコツーリズム推進のための協議会を立ち上げる準備をしている。この組織を中心に、北麓西部地域のエコツーリズム協会を発足させ、多種多様なエコツーリズムのプログラムを提供する。また現時点では、外国語でエコツアー解説ができる人材がほとんどいない状況であるが、富士山という世界的に有名な資源を抱え、観光入り込み数が年々増えていることもあり、英語、中国語でガイドができるガイドを育成し、訪日外国人旅行客の増加を図ることとする。

協会設立の成功のポイントはどのように求心力のある執行部・事務局体制を構築できるかという一点につきる。既存の団体のしがらみを取り除いて、新たな公平な視点でふさわしい人材を据えるしかなく、その方法は幅広い参画の呼びかけ（人材の発掘）と、地道な対話を通じて信頼を醸成していくことが重要となる。また協会は様々なエコツーリズム関係者が対等な協力関係を結ぶことにより設立するものであり、行政は積極的に支援する必要がある。協会の運営に関しては、富士河口湖町公認ネイチャーガイド協議会の蓄積したノウハウや経験を最大限に活用することが望ましい。

本部は北麓西部エリアの中心あたりに位置する「なるさわ富士山博物館」とし、博物館の管理運営を協会に委託してもらえる形とするよう働きかける。サブ拠点には協会の事務員を置くのではなく、協会本部が収集した情報の提供を依頼する協力施設という位置づけとなる。

またエコツアーのメッカである青木ヶ原樹海の利用に関しても、協会が窓口になり、ルートごとの利用状況などを常に把握し、事業者からの利用申請に回答し、適正な人数の管理を行うこととする。たとえばこの日はAルートは既に満員のため、時間をずらすか、他のルートの利用をすすめるといった管理体制となる。

北麓西部エコツーリズム協会の詳細


	趣旨
	北麓西部地区にとっての最大の観光資源である自然資源の適正な保全と活用を図り、持続可能かつ快適なエコツーリズムを提供する。またエコツーリズムを通して、地域経済への貢献を図る。

	役割
	持続可能な観光の推進。自然環境保全の推進。

	事業
	地域内への自然環境保全への普及啓発

地域外への情報発信

エコツアー情報の提供

複数事業者のエコツアーの複合化

ガイドの育成
訪日外国人旅行者の増加（英語、中国語でエコツアー解説ができる人材の育成）

ガイドの資格認定（行政がバックアップすることにより資格認定の効力を担保する）

ホテルや施設サービスのエコ認定

エコツアーの環境影響評価（モニタリング）

ルート利用の適正人数の管理
（ルート利用の事前届出制度、情報の即時開示）

	組織構成


	本部

なるさわ富士山博物館
（博物館の管理運営も協会に委託してもらえるよう働きかける）


サブ拠点

富士河口湖観光総合案内所、なるさわ富士山博物館、西湖コウモリ穴、富岳風穴、上九一色村観光案内所
（常駐スタッフはおかず、協会本部が収集した情報の提供を依頼する協力施設とする）
人員

理事長、理事、会員（法人、個人）、常駐スタッフで構成

会員対象

エコツアー業者、個人のガイド、民宿・旅館業者、旅行業者など



	財源
	会費、事業収入（資格認定事業の手数料、施設の管理受託業務、斡旋手数料など）、補助金、寄付金


	参考例：東村エコツーリズム

	平成11年5月31日、西表島エコーツリズム協会についで全国2番目に東村エコツーリズム協会は設立された。理事の構成が、農業者・漁業者・商工会・行政担当者というように民間と行政が一体となった組織づくりは全国でも初めてのケースで注目を浴びた。主な事業としては村民へのエコツーリズムの普及、啓発を図るため講習会・講演会などの開催。また行政と共に東村エコツーリズムに関するガイドラインの設定についても取り組んでいる。

東村エコツーリズム協会　資料：『東村エコツーリズム協会ホームページ』
項目
詳細
協会の設立目的
東村にふさわしいエコツーリズムの確立を目指し、自然・文化とのふれあい及び保全を行うとともに地域経済への貢献を通して東村の活性化を図る。

協会が地域活性化に与えた効果
（直接効果）

１　東村の認知度の向上

２　自然環境保全に対して村民意識の高揚

３　観光客数の増加
（少人数のエコツアー・修学旅行・県内のレジャー客）H10年：16000人・H11年：43000人・H12年：75000人

４　経済効果（農産物の販売数増加・食堂、喫茶店、民宿、ハーブ園、工房への観光客数の増加）

５　他の体験交流事業への参加者の増加（農業体験農家民泊・伝統芸能）

協会が地域活性化に与えた効果
（間接効果）
１　ガイド業を営む方の増加

２　新たな地域リーダーの発掘

３　集落の美化促進

行政の支援について

１　交流拠点施設の整備（村民の森、ふれあいヒルギ公園）

２　人材育成事業（沖縄県離島・過疎地域ふるさと活性化事業）

３　東村エコツーリズム協会などへの運営補助

主なエコツアープログラムとそれを支える体制
国の天然記念物であるマングローブの観察。マングローブ林自然観察ツアー、リバートレッキング（川歩き）、マングローブ林カヌー探検ツアーなど。専門のインストラクター（講師）は常時2人（不定期3人）が案内。




	参考例：北海道アウトドア制度

	北海道では、その広大な自然の魅力に、自然体験型の観光客数また関連ビジネスの急激な拡大を続けている。それにより自然環境破壊、また観光事業者の安全性、サービスの低下が危惧されており、ガイド、インストラクター（講師）の育成が必要とされていた。北海道は平成12年度に「アウトドア資格制度研究会」を設立。検討会の報告を受け、翌年平成13年に北海道アウトドア活動進行条例が制定され、同時に「北海道アウトドア資格制度」がスタートした。

資格制度は個人資格制度と登録事業者制度の２種類。個人資格制度には山岳、自然、カヌー、ラフティング（ゴムボートによる急流下り）、トレイルライディング（乗馬）の5つの部門が設置された。試験には筆記試験と実技試験の二つがあり、筆記試験には基礎分野（ガイドの責任・役割、求められる資質、自然の理解・配慮、北海道に関する知識、アウトドア関連法令、リスクマネジメント（危機管理）、気象や地形に関する知識、コミュニケーション技術）と専門分野（山岳、自然、カヌー、ラフティング（ゴムボートによる急流下り）、トレイルライディング（乗馬）　＊レベルは各項目二段階ないしは三段階にわかれている）の二段階構成。

基礎分野、専門分野（筆記・実技）の三部門で合格した時点で資格取得となる実技試験の方法は分野により様々。資格取得者には「資格取得証書」が付与され、合格発表の日から二年を経過した年度の3月31日まで有効。二年ごとに更新することができる。

登録事業者制度は事業者向けの登録制度であり、アウトドア事業者が北海道が定める基準以上のガイド資格取得者を配置し、申請を行った場合、登録事業者として認定される。登録事業者はパンフレットやホームページにより積極的にPRされる。登録事業者は事業分野ごとに基準があり、区分は、山岳ガイド事業者、自然ガイド事業者、カヌーガイド事業者、ラフティング（ゴムボートによる急流下り）ガイド事業者、トレイルライディング（乗馬）事業者の５つである。

また資格制度にあわせたアウトドア学科を設置し、資格取得に向けた講座を開設している教育機関に対して北海道は「北海道アウトドアガイド育成標準教科」を提示し、北海道アウトドアガイド資格制度人材育成機関として登録・公表するなど有機的な連携を図っている。


	参考例：小笠原のエコツーリズム　ガイド制度と共通ルール

	東京都小笠原村の南島は石灰質の土地が雨などで浸食されてできたカルスト地形（石灰岩台地が浸食された凹凸の激しい地形、すりばち形の地形、鍾乳洞などが特色）と地殻変動で再び沈降してできた沈水カルスト地形が広がり、世界でイタリアとここにしかない珍しい景観を持っている。しかし観光客の無秩序な訪問によって「島の植物が踏みしだかれて赤土がむき出しになる」「ラピエと呼ばれる石灰質の奇岩が削られてしまう」といった悪影響が出てきていた。さらに人に付着して運ばれた種により移入植物の分布も広がり始めていた。


そこで平成１４年７月、東京都は地域を指定し、一定のルールのもと、東京都が認定したガイドとともに利用することなどにより、島嶼地域の自然の保護と適正な利用を図る独自の要綱を制定し、要綱に基づく自然環境保全促進地域の第１号として小笠原諸島の南島と母島石門一帯を指定し、日本で初めてとなる行政主導のエコツーリズムを開始した。


東京都知事と小笠原村長が、対象となる地域の適正な利用に関する協定ならびに個別のルールに関する協定を締結し、紳士協定の形で平成１５年４月から、ガイド同伴義務付けによるエコツーリズムが行われている。利用経路を定め、利用経路以外は立ち入り禁止とし、利用時間、一日あたりの最大利用者数、入島禁止時期など制限事項を設け、ガイド一人が担当する人数にも制限をかけている。ガイド認定は東京都が行い、講習会を通して認定する。

要綱の制定という紳士協定的な取り決めだが、エコツアー業者のほとんどはルールを守り、快適なエコツアーが提供され、また南島では植生が回復しつつある。またエコツーリズムの先進地としてガイド制度、入島制限などが大きくPRされ、全国的に注目されている。

当初は利用規制を上層部からの指示で行う手法に対して、エコツアー業者による反発が強く、ルールを無視する業者もいたが、行政側の粘り強い説得、対話により理解を徐々に得ていき、現在では全ての業者がルールを遵守している。またその背景には、ルールの運用により目に見えて植生回復が進んだということもある。

小笠原でのエコツーリズムのルール　資料：『東京都ホームページより』


共通ルール
１　東京都自然ガイドの指示に従う。
２　東京都自然ガイドは、その身分を表示する腕章等を着用する。
３　定められた経路以外を利用しない。
４　植物、動物、木片類、石など自然に存在するものはそのままの状態にする。
５　動物、植物、種子、昆虫などの移入種を持ち込まない。
６　動物にえさを与えない。
７　動物を驚かしたり、追い立てたりしない。
８　岩石などに落書きをしない。
９　ごみは捨てず、すべて持ち帰る。また、海へ投棄しない。
名　　称
南　　島
母島石門一帯
利用経路
利用経路以外は立入禁止
利用経路以外は立入禁止
最大利用時間
２時間
設定しない
１日当たりの
最大利用者数
１００人
（上陸１回当たり１５人）
５０人
（１回当たり５人）
制限事項
年３か月間の入島禁止期間の設定
（当面、１１月から翌年１月末までとする。ただし、年末年始の８日間は除く。詳細な日程は年度毎に定める。）
鍾乳洞は立入禁止
ガイド一人が担
当する利用者の人数の上限
１５人
５人



２　公認ネイチャーガイドとふるさとガイドの融合

富士河口湖町はガイドの説明により町の歴史、文化を生涯学習及び観光振興のために活用しようと、「ふるさとガイド」制度（別途後述）をスタートしたが、最大の課題はほとんど利用されていないということである。申し込みの手続きを一週間前までに行う必要があり、別な目的で訪れていた観光客がすぐに利用できないシステムとなっていることも問題である。現実的には組織が立ち上がったばかりで、ガイド数も15名と少なく、ボランティアガイドという性格上、ガイドは他の仕事で生計を立てているのであり、連日詰めていることは不可能と言える。

今後は週末だけは観光案内所に詰めるなどして、すぐにガイドできる体制をとっていくことが求められる。現在は諸経費の1000円の徴収だけであり、ボランティアガイドとなっているが、今後は有料化も検討する。有料化はプロフェッショナル意識を促進し、ガイドという商品のレベルアップのために非常に検討に値する手段であるため、「富士河口湖ふるさとガイドの会」に提言する。利用者が少ないとガイドの質が上がらないため、ハーブフェティルなど多くの集客が見込めるイベントと連携し、利用者を募るなど経験を積んでいくことを続けるべきである。

また自然豊かな場所柄、歴史・文化のツアーであれ、植物など自然に関わる質問がなされることも容易に想像できる。故に今後は、富士河口湖公認ネイチャーガイドとふるさとガイドの緩やかな融合ということも視野に入れる必要がある。北麓西部エコツーリズム協会が設立した暁には、ふるさとガイドの会にも参画を求め、知識や人材を共有できるシステム作りが必要である。また自然と歴史、文化を融合した新たなツアーコースの設定なども必要となる。

	ふるさとガイド制度

	富士河口湖町・上九一色村には富士山を始め、河口湖、西湖、青木ケ原樹海などの豊かな自然だけではなく、優れた歴史、文化のなごりも多数存在する。たとえば富士講や親鸞、日蓮上人などにまつわる神社仏閣、伝説や、鎌倉街道のなごり、数々の文人等が残した軌跡などである。しかしこれまでこのような歴史、文化を観光資源としたツアーへの取り組みはなされていなかった。そこで富士河口湖町は、ガイドの説明により町の歴史、文化を生涯学習及び観光振興のために活用しようと、「ふるさとガイド」制度をスタートした。利用にはガイド一人に対して1000円かかるが、これは交通費等実費であり、ボランティアガイドである。合計20回の講義を受講し、ガイドとなる。


エコツアー・環境学習拠点施設の活用・整備計画

１　環境学習拠点の特色づくりとネットワーク化

富士河口湖町・上九一色村には環境学習拠点が多数存在する。施設ごとの特色をより打ち出し、施設間の有機的な連携を図ることにより、利用者数の増加を図り、環境学習拠点のメッカとする。

野鳥の森公園を中核として、フィールドセンター、西湖コウモリ穴、（仮称）活性化センター（精進）、本栖湖観光協会、（仮称）上九一色コミュニティセンター（富士ヶ嶺）をネットワーク化する。また森の学校、大石アウトドアセンター、富岳風穴など民間拠点にもネットワーク化を呼びかけ、情報の共有、施設の共有が行える体制を構築する。施設がその施設のためだけの情報提供を行うのではなく、互いに情報を共有し、パンフレットを置いたり、案内を親切に行うなど、連携し、より多くの利用が全体でなされるようにする。

富士山ビジターセンターには富士山の麓という地政学的な理由から、富士登山を目的としたバスやマイカーが大量に立ち寄る。現在のような既存の博物館のような展示ではなく、富士山を総合的に学ぶメインの拠点としてふさわしい展示を行い、かつエコツアーの集合、出発、講義などにも利用できるようにする。富士ビジターセンターに関しては、県の施設であるため、県と協議しながら、エコツアーの拠点として有効的に活用が進むように働きかける。

ビジターセンターの役割を補う形で、周辺にある他の施設が使われていくことが望ましい。環境科学研究所は見学施設が充実しており、生物多様性センターは図書機能が充実している。また溶岩樹形やトレイルなど自然体験が充実しているのがフィールドセンターである。今後はこれらの特色を更に強めることとする。

山梨県立富士河口湖高校のコースの中に、自然環境科（仮称）といった環境学習の専門のコースを設け、その授業内容に既存の環境学習拠点の利用を組み込み、有効活用を図る。また小中学校の総合学習の中で環境をテーマとしたものに対して、積極的に利用の場を提供するよう関連施設に働きかける。

２　洞穴の保全と活用

富士河口湖町・上九一色村には多くの洞穴が存在する。洞穴全般の保全と活用に関する基本的方向性としては、安全性の確認がとれていない箇所に関しては原則立ち入り禁止とし、安全性の確認がとれている箇所については、基本的には北麓西部エコツーリズム協会（仮称）のガイド同伴によりのみ立ち入り可能とする方向とする。以下、保全と活用のために特別な施策を講じる必要がある洞穴と施策となる。
	洞穴名
	施策
	概要

	西湖コウモリ穴
	案内看板の修正
	看板の説明文がどれも専門用語ばかりで難しく、初心者には非常にわかりにくい。蝙蝠穴は教育目的での団体利用も多いため、予備知識のない小中学生でも理解可能な平易なものに修正する。

	西湖コウモリ穴
	蝙蝠の生息数の正確な把握
	現在、蝙蝠穴に生息する蝙蝠の数はおおまかにしか把握されていない。蝙蝠が戻り始めているといわれているが、数の把握方法は感覚的なものに過ぎない。蝙蝠はその習性から夜間に洞窟を出入りするため、たとえば出口に２４時間作動する赤外線カメラを設け、正確な蝙蝠の生息数を把握することが求められる。

	西湖コウモリ穴
	適正な利用者数の把握
	蝙蝠の生息数の把握と共に、蝙蝠に悪影響を与えない適正な利用者数の把握のためにモニタリングが必要である。また数珠つなぎで洞窟内を案内されることは、利用者に快適なツーリズムを提供しているとは言いがたい。このような視点から快適なツーリズムを提供するという意味においても、キャリングキャパシティ（環境収容力）の設定が求められる。

	西湖コウモリ穴
	照明器具の整備
	内部に設置されている照明器具の周りに熱の影響で苔が生えてしまっている。人為的な影響による環境の変化を食い止めることは、エコツーリズムの哲学的にも必要であり、今後は、常時照明でなく、たとえばセンサー照明に交換し、必要なときだけ点灯するような仕組みが求められる。

	竜宮洞穴
	新たなエコツアープログラムの整備
	現在、富士河口湖町はまちづくり交付金の中で、竜宮洞穴の活用を計画している。調査の結果、公開可能な洞窟と判断された場合、開発は安全面から最低限必要な補修のみにとどめ、基本的にはあるがままの状態の洞窟をガイド同伴で体験してもらうスタイルで活用を図っていく。

	富士風穴ならびに上九一色村の洞穴群
	新たなエコツアープログラムの整備
	富士風穴はエコツアーの利用が可能となっているが、安全上の問題もあり、適正な保護と利用が必要である。現在は自己責任のもと入洞を認めているという状態であり、万が一事故が起きたことを考慮に入れるとこのままの管理体制でよいとはいえない状況である。今後は公認ガイド同伴による入洞のみ可という方策により保護と活用を図るべきである。また精進登山道から富士風穴に至る連絡路は一度に大人数のエコツアー利用がされるために最もコケが剥離が著しいため、ガイド同伴での利用を義務付ける。


３　富士山三合目小屋敷地、五合目御庭小屋敷地、船津登山道の活用計画
富士山区域にて当地域が使用権を有する土地は、町の地区財産区が借用している富士山三合目小屋敷地、船津登山道、及び五合目御庭小屋敷地のみである。現在、富士山三合目小屋敷地は空き地となっており、五合目御庭小屋敷地も山小屋の廃屋があるが、これらの有効活用されていない土地、施設を活用することによってエコツアー並びに自然学習の見本となる場所として一体的に計画、整備する。整備・管理については、町が整備主体となってＰＦＩ方式で整備することとし、富士山三合目小屋敷地、船津登山道、及び五合目御庭小屋敷地をフィールドとし、整備、運営までを一体的に行う事業者を募集する。

五合目に御庭小屋にエコハウスを建設し、自然学習拠点のメッカとする。エコハウスの建設に関しては、富士山地域での自然環境教育をテーマとする団体とし、五合目では通年営業は難しい（11月中旬からゴールデンウィークまではスバルラインの通行可能区間が限られてくる）という条件下で、事業として成り立つ計画を持った団体とする。

また船津登山道に関しては、林道富士線との交差点から舗装がなされておらず、自然豊かな登山道となっていることもあり、林道富士線との交差点をスタート地点とし、登山道の整備を行い、麓から目指す富士登山のプログラムを開発、PRすることとする。その際には富士山三合目小屋敷地は幕営地としての利用を検討する。五合目のエコハウスとともに麓から目指す富士登山の宿泊地点および環境学習の拠点として活用を図ることとする。

エコハウスの詳細は下記の通り。

	目的
	環境教育の普及

	対象
	団体（学校、法人の社員研修、教職員の研修など）

	内容
	富士山をテーマにした環境学習プログラムを提供
（星空観察、高山植物の観察、富士山登山、清掃活動など）

	建築物の特性
	エコハウスは富士山の溶岩を用いたものとする。その地域の材料を使用することにより、景観に即し、且つ多孔質の溶岩に苔が生えることにより、樹海の成り立ちなど説明もできる。


	エコハウス
	環境共生住宅。自然景観に即したエネルギー効率や排出ガスに配慮したもの。

	PFI方式
	Private Finance Initiative（プライベート・ファイナンス・イニシアティブ）の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力および技術能力を活用して行う新しい手法。


富士山三合目小屋敷地、五合目御庭小屋敷地、船津登山道の活用計画
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エコハウスのイメージ
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４　御坂山系活用計画
富士河口湖町・上九一色村の最大の観光資源は富士山の眺望である。富士山を抱えるこの地域で御坂山系自体は主人公になりえない。御坂山系の活用に関しては、「富士山を眺めるビューポイント」を基本コンセプトにイベントの実施、体験型自然教室の開催などの施策を講じることにより活用を図っていくこととする。

実施主体については、基本的には地域の諸団体が得意とするプログラムをそれぞれ実施してもらい、御坂山系振興協議会がそれを束ねてＰＲするということが望ましい。また今度、北麓西部エコツーリズム協会の取り組みが軌道に乗った際には、御坂山系振興協議会と北麓西部エコツーリズム協会の共同事業のような形で拡大していくことも考えられる。


子供たちの体験型自然教室の場として御坂山系を活用してもらえるように教育関係者ならびに旅行業者に積極的なPRを行う。貴重な高山植物だけでなく、山小屋の裏側をのぞき、山で生きることを考えたり、夜は星を見ながら天体観測をするといったプログラムが考えられる。修学旅行用にの御坂山系登山学習プログラムを用意し、青木ヶ原樹海への過剰な利用が多い中、利用者の分散も図りたい。

	プログラム名
	内容
	実施主体
	対象

	写真コンテスト等


	富士山を被写体に写真、ビデオ、絵画等のコンテストを開催する。
	御坂山系振興協議会
	写真、ビデオ、絵画愛好家

	ロッククライミング（岩登り）大会
	三つ峠の屏風岩を舞台にロッククライミング（岩登り）大会を開催する。屏風岩は初心者から中級車向けの名所として有名である。クライミング大会を開催し、広くロッククライミングを普及していくことを目的とする。実施可能な時期としては5月から11月の間の雨天以外。
	御坂山系振興協議会
	アウトドア愛好家

	山岳耐久レース
	河口湖無料駐車場よりスタートし、天上山を皮切りに、三つ峠山を超え、天下茶屋を通り、御坂峠、黒岳、大石峠を超えて、鍵掛峠を下り根場にてゴールというコースで山岳耐久レースを開催する。富士山が眺められる唯一のトレイルランニング（山岳競争）大会として、アピールを大体的に行う。途中でリタイアした選手の下山のために、数多い御坂山系の全てのルートの整備、活用にもつながる。
	御坂山系振興協議会およびＮＰＯ、アウトドアメーカー等の共同
	アウトドア愛好家

	山で生きることを考える
	貴重な高山植物だけでなく、山小屋での生活を通して山で生きることを考える。
	山小屋・ＮＰＯ等の共同
	小中学生

	間伐体験
	富士山の眺望をさえぎる木々の伐採を通して、美しい富士山の眺望を発見する。
	山小屋・ＮＰＯ等の共同
	中高校生

	天体観測
	山小屋に泊まり、天体観測を行う。
	山小屋・ＮＰＯ等の共同
	小中学生

	修学旅行用登山プログラム
	登山を中心とした高山植物、富士山の眺望を楽しむ自然観察を行う。
	ＮＰＯ等
	修学旅行

	ネイチャーゲーム
	様々なゲームを通じて、自然の不思議や仕組みを学び、自然と自分が一体であることを学ぶ。
	ＮＰＯ等
	小中学生


	参考例：『長谷川恒夫CUP』

	昨今、中高年の登山ブームだけではなく、トレイルランニング（山岳競争）のブームの兆しも見える。日本では、代表的な大会の一つ、日本山岳耐久レース「長谷川恒男CUP」がよく知られた存在である。毎年10月に開催され、これまでに12回開催されている。

五日市の山岳資源を舞台に一周71.5kmのコースを24時間以内で走破するという大会で、東京都山岳連盟が主催である。参加料金は、一般9，000円／高校生4，000円／東京都山岳連盟団体員・個人会員8，000円（いずれも傷害保険料含む）と高額にも関わらず、1500名を超える申し込みがある。


５　精進湖周辺活用計画

現在、山梨県が精進浄化センター付近に建設を予定している（仮称）活性化センターならびに精進湖民宿村を拠点とし、東海自然歩道ならびに精進湖自然観察路を用い、ネイチャーガイド制度の新たなプログラムとして開発し活用を図る。（仮称）活性化センターを予約ツアーと定時ツアーの集合・出発拠点とした第二のコウモリ穴方式のネイチャーガイド拠点とする。なお、予約受付等のノウハウはコウモリ穴の経験を活かし、町の職員の常駐ではなく、ネイチャーガイド協議会への業務委託という形式を採ることが理想的である。

東海自然歩道は典型的な青木ヶ原樹海の雰囲気をもっており、精進湖自然観察路は、里山的な雰囲気と樹海の雰囲気とが混ざり合った変化に富んだフィールドであるため、これらのトレイルを組み合わせることにより、通年を通した四季折々の魅力的なプログラムの提供が考えられる。また精進湖自然観察路は途中に人工物が一切ない絶景の富士山のビューポイントがあり、このビューポイントが最大の見所となると思われる。

ただし精進湖自然観察路は国道沿いから出入り可能となっているが、一箇所は信号もないため、利用者の安全確保の視点から信号の設置をすすめる。駐車場に関しては、今後の拠点となる（仮称）活性化センターと精進湖民宿村にある既存のものを協力を依頼し、使用する。また（仮称）活性化センターは名称があいまいでわかりにくいため、（仮）青木ヶ原ビジターセンターなどこの地区の拠点として利用者にわかりやすいものにするように働きかける。

精進登山道に関しては、大室山の麓のブナの原生林や青木ヶ原溶岩流、軽水の洞窟など登山道から観察できる貴重な自然資源が多数存在する。麓から目指す富士登山として小中学生の自然学習の利用促進を図る。ただしこれまで利用者が少なかったため、登山道がUの字にえぐれている箇所が多く、また笹薮も放置されており、整備が必要である。富士河口湖町・上九一色村としては山梨県に整備を行うよう積極的に働きかけを行う。

精進湖周辺活用計画
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６　本栖湖周辺活用計画
本栖地区におけるエコツアーの展開については、本栖湖観光協会事務所を拠点とした町公認ネイチャーガイド事業の拡大を図ることとするが、事務所は現在ホールアース自然学校が借用しているので、本栖地区でのエコツアーの展開については幅広い地域住民の意見も聞きながら、ネイチャーガイド協議会とホールアース自然学校の連携の可能性検討も含めて、改めて方針を定めることとする。
エコツアーの対象としては、国道139号沿いにある城山の本栖城址や石塁、築石などを活用し、歴史と自然を複合的に組み合わせたカルチャー色の強い新たなエコツアープログラムを開発し、ネイチャーガイド制度に組み込むことも考えられる。またふるさとガイドの会の新たなコース設定としても有効である。

本栖林道と逢坂林道の間の上野原と呼ばれる草原地帯には古来から使われている山道、林道、防火線など多くの道が残っており、レンゲツツジやタカネバラなど貴重な植生が残っている。更に本栖林道の付近には多数の溶岩樹型が存在する。その数は上九一色村の教育委員会の調査で確認したところ26個にも及び、複合型、横臥型、竪穴型など種類も豊富である。現在、これらの溶岩樹型は文化財としての登録がなされていないが、今後は町として文化財の登録を行い、適正な保護のもと新たなエコツアープログラムとして活用していくこととする。


７　西湖地区の紅葉台・五湖台、精進地区のパノラマ台
本栖地区の竜ヶ岳の活用計画

北麓西部エコツーリズム協会が軌道に乗り始めた際には、主体となって湖水と富士山の関わりを中心に新たなエコツアープログラムとして活用する。

	場所
	プログラム内容
	拠点

	紅葉台
	青木ヶ原樹海を眼下に樹海の成り立ちを説明する。
	西湖コウモリ穴

	五湖台
	富士五湖を見渡しながら富士山と湖の関係を説明する。
	西湖コウモリ穴

	パノラマ台
	精進湖の成り立ちと歴史を説明する
	（仮称）活性化センター

	竜ヶ岳
	本栖湖の成り立ちと歴史を説明する
	本栖湖観光案内所


自然公園的拠点の整備計画
三ツ峠の魅力アップ

三つ峠は富士箱根伊豆国立公園の一大ビューポイントである。しかし河口湖側登山道や木無山周辺に、戦後、燃料への利用のため多くのカラマツを植林したことにより植生が変わり始め、最大の観光資源である富士山の眺望がさえぎられている。

また三つ峠にある２つの山小屋の外観をはじめ、ベンチが荒れ果てたまま置かれていたり、使用できない自動販売機があるなど、国内随一のビューポイントとして景観に即していないという指摘もある。最も利用の多いルートである河口湖側登山道は山小屋が物資を運ぶためにジープでの移動が行われており、多くの利用者は気分を損なっている。　　　　　

このような問題を解決するには、山小屋単独の努力を促すのではなく、町、県、環境省も含んだ形で、国立公園の有力なビューポイント拠点だという位置づけを明確にした上で、幅広く行政の支援も入れながら魅力アップをしていくことが望まれる。具体的には、環境省が行っている事業に自然公園の拠点の魅力をアップを目的とした「緑のダイヤモンド計画」への積極的な働きかけを行い、三つ峠のリニューアルを行う。

	「緑のダイヤモンド計画」

	緑のダイヤモンド計画（自然公園核心地域総合整備事業） は、環境庁が国立公園の核心地域で自然環境の保全などを目的に一九九五年度からスタートさせた事業。詳細は以下の通り。

目的　

我が国を代表する国立・国定公園の優れた自然の保全を強化し、より快適な利用確保の計画的な推進 

事業の概要

（１）自然環境保全修復事業 

（２）自然体験フィールド整備事業 

（３）利用拠点整備事業 

オリエンテーション（説明会）、利用者指導、その他利用者のための拠点施設 

（４）利用誘導拠点整備事業 

アクセス・コントロール（利用者制限）、リアルタイム情報の提供、利用ルール等の拠点施設 

事業規模

地域当たり３０億円～１００億円程度

整備期間

５年～７年

事業主体

環境庁、都道府県




基本設備の整備

１　サインの整備
サインのデザインは平成15年の富士河口湖町が策定したサイン計画に沿ったものとするものとする。また説明文は大きな字で、わかりやすい説明を第一とし、訪日外国人旅行者のために英語での説明も併記するようにする。

似通った情報を掲載した案内看板が多く、朽ち果てたり、色褪せた看板も少なくない。必要性がないものに関しては、早急な撤去を行う。

富士河口湖町・上九一色村は国立公園内に位置しているが、地種区分に関するサイン類が現場にないに等しい。環境保護に重きを置いていることをＰＲするためにも、地種区分ごとに要所にその説明と意識啓発のためのサインを設置するように環境省に働きかけを行う。

青木ヶ原樹海のサインについては、サインが付いているから必要以上に人が洞穴に入るという側面もあるため、自由に見学してよい場所にはサインがあってもよいが、ガイド同伴で見せるべき資源にはサインを付けないこととする。


青木ヶ原樹海には富士吉田警察が設置した自殺防止呼びかけの看板があるが、有効的な施策ではないだけでなく、イメージが悪く、自殺の名所としての印象を余計に強くするため、撤去を働きかける。

２　ネイチャー・トレイルの整備
森林山岳資源はその自然の豊かさに価値があるため、木道を含め、これ以上、人工物は設置せずに、既存のトレイルの整備だけを行うことを基本コンセプトとする。特に青木ヶ原樹海での自然体験は、原生林の価値にあるため、「ゾーニング計画」の策定を急ぎ、ガイド同伴と適正な人数の利用を心がけることとする。

蝙蝠穴周辺の樹海で一部、富士河口湖町が木片を敷いており、「歩きやすい」と好評を得てはいるが、本来、樹海に生息しない動物が入り込み、新しい生態系の連鎖を引き起こすのではないかという問題がある。また自然環境は本来はあるがままの姿で体験してもらうのがベストであることは論をまたない。木片の存在は本来の樹海の姿を見せるというエコツーリズムの考えにそぐわないこともあり、はがすべきである。まずは木片をはがすということについて、意見の一致を醸成することが必要である。

御坂山系トレッキング・ルート、船津登山道、精進・本栖登山道、歴史のみちは利用が少なく全般的にルートが荒れている。特に鍵掛峠～王岳の登山道は笹に覆いつくされ、鍵掛峠～鬼ヶ岳の登山道には岩場が多く登山者の補助のために鎖やロープが設置されているが、老朽化が進んでいる。天上山～三つ峠の登山道も草が生い茂り、場所によっては崩落しており、危険である。

今後は枝払いや下草刈り、老朽化した鎖、ロープの再整備などを行い、歩行や見通しの妨げになるものの除去を行いつつ、ルート利用の促進を図る。御坂山系に関しては、台風や雷による倒木の被害も多く、倒木をよけて、登山者が進むため、新しい踏み跡が出来、新たな登山道になっているため、倒木の除去も急務である。

ネイチャートレイルの整備
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３　駐車場の整備
富士山が平成15年5月の世界自然遺産候補地検討委員会において、国内候補の選から漏れたことは有名な話だが、その主な理由の一つに「山麓部の人為的改変」があげられている。スバルラインの開発に関しても、開発により、森林に必要以上に日光があたり、正常な生態系を崩し、立ち枯れの木々が多くなったという負の側面もある。今後はこれ以上、開発は避けることとし、駐車場に関しても既存の駐車場をより自然環境に配慮したものにすることとする。

自然環境配慮の視点だけではなく、地球温暖化の観点からもこれまでにある駐車場のアスファルトを剥がし、溶岩素材の砂利を敷設することとする。また外灯も撤去する。駐車場の再整備に案しては「自然環境への配慮」をテーマに駐車場の再整備案を企業から募り、コスト面も含め、最も費用対効果の高い企業を選定することとする。現在、推進されているアイドリングストップ（自動車の停車時のエンジン停止）に関しても、更なる周知徹底を図ることとする。

４　トイレの整備
森林山岳地帯は生活の根本を支える水資源の源である。近年、登山客のし尿による土壌汚染が懸念されているが、適切なトイレの整備、携帯用トイレの携行を促すことにより、抜本的な回避ができるものである。今後は既存のトイレをバイオトイレを始めとする環境配慮型のトイレへと再整備し、チップ制度を導入する。チップ制度の必要性を明記した案内看板も同時に設置し、自然環境保全への意識啓発も図る。また使用不可能なトイレに関しては早急な撤去を行う。

三つ峠を除いた御坂山系の登山や精進登山道の利用などトイレがない箇所の長いルート利用に関しては、携帯トイレの利用を促進することとし、回収に関しては、自然学習施設およびNPO団体などへ協力を依頼する。また環境配慮型トイレの管理に関しては、NPOなどへ事業として委託することも考えられる。

	バイオトイレ
	微生物の働きによって排泄物を処理する方式のトイレ。おがくずなどに付着する微生物を利用して排泄物を二酸化炭素と水に分解する。

	チップ制度
	トイレの維持管理費用のために利用者から数百円程度の利用料金を募る制度。山小屋のトイレを中心に導入されている。


	トイレのありかた
	場所
	備考

	環境配慮型トイレの新整備
	（仮称）活性化センター
	現在、精進湖付近に建設計画中の（仮称）活性化センターのトイレを環境配慮型トイレとするように働きかける。

	環境配慮型トイレへ再整備
	富嶽風穴、コウモリ穴、野鳥の森公園、フィールドセンター　三つ峠、三つ峠河口湖側登山口入り口
	

	撤去
	御坂峠、御坂茶屋
	コンクリート構造のトイレが既に廃屋とかしており、利用可能な状態ではないため早急に撤去を行う。

	復旧
	紅葉台
	設置してあるバイオトイレは現在、鍵がかけられており、使用できない状態なので今後は使用できるようにする。


トイレ整備計画
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５　ビューポイントの整備

富士河口湖町・上九一色村の最大の観光資源は日本のシンボルである富士山の眺望である。しかしその眺望が最大限に生かされているとはいいがたい。戦後の林業の影響、また電線の影響などにより、富士山の眺望がさえぎられている。今後は簡単な伐採でビューポイントとしての活用が図れる場所は、伐採や枝打ちを行い、眺望を最大限に活用することする。電線は河口湖駅前など玄関口になる箇所に関しては、富士山の眺望を遮らない送電ルートの変更を働きかける。

また未だにあまり知られていないビューポイントも積極的にPRしていくこととする。パンフレットや地図に、ビューポイントを掲載する。ビューポイントを写真などで紹介し、どのような展望が得られるのか、明記する。また展望地は「ビューポイント」と言葉に統一感を出す。

	場所
	施策
	備考

	三つ峠
	眺望を遮る樹木の伐採
	御坂山系は富士山の一大ビューポイントであるが、戦後、河口湖側登山道や毛無山周辺に、燃料への利用のため多くのカラマツを植林したため植生が変わり始め、富士山の眺望がさえぎられている。カラマツを始めとする眺望をさえぎる樹木の伐採を行い、植生を戻し、眺望を復活させることが必要である。

	紅葉台
	万葉碑の場所の移動

樹木の伐採

	紅葉台の頂上から富士山が見えるが正面に万葉碑があるため端に移動させる。また青木ヶ原樹海の一大ビューポイントでもあるが樹木が眺望を遮っているため簡単な伐採を行う。

	五湖台
	樹木の伐採
	以前は富士五湖が全て見渡せることでこのような名前がついたが現在は樹木が眺望を遮っているため伐採を行う。

	雪刀ヶ岳
	積極的なPR
	西湖、足和田山、青木ヶ原樹海、富士山が見える一大ビューポイントだが、あまり知られていない。

	精進湖自然観察路
	積極的なPR
	人工物が一切ない、湖畔から眺める富士山の一大ビューポイントだが、あまり知られていない。

	河口湖駅前
	電線の送電ルートの変更
	玄関口として富士山のビューを最大に活かす。


ビューポイント整備計画
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ビューポイントの整備（イメージ）
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森林・山岳資源の新しい価値創造
１　森林セラピーフィールドとしての活用

現在、森林のもつ「癒し効果」を健康増進や社会復帰療法などに活かす「森林セラピー」が注目を集めている。現時点においては、森林の効果に関して、医学的、科学的な解明は不十分であり、客観的かつ科学的な分析に基づく効果の実証と療法メニュー、人材の育成が求められている。

森林セラピー単独で事業展開をするのではなく、高地という特性（標高）、温泉（温泉療法）、香草、薬草などの香りを用いた芳香療法、富士ヶ嶺の動物を用いた動物療法といったセラピー資源と、健康科学大学という人的資源、山梨赤十字病院などの医療機関などと連携し、複合的な一大セラピーリゾートを創りあげることとする。エコツーリズムの先進地として広く全国にPRし、新たな観光需要を喚起するだけではなく、長期滞在型の観光振興、リピート率の向上、そして「健康と癒しの高原」というイメージアップを狙う。

セラピープログラムの開発に必要な人材は医者と治療士であるが、既存の医療機関や大学と連携することで育成・確保することとする。実際のセラピー活動においては、治療士が一人一人に随行して森の中を歩くということではなく、症状や利用目的に応じて、利用者が単独で処方箋に従って歩くケースや、治療士に準じた人が随行するケースも考えられる。そのため治療士に準じた人材として、富士河口湖町ネイチャーガイドが随行の役割を担うことが最も適していると思われる。北麓西部エコツーリズム協会（仮称）が立ち上がった際にはエコツアープログラムの大きな柱として積極的にPRし、森林セラピー事業を担う中核の人材組織として有機的な連携を図るべきである。

なおセラピープログラムの開発、治療士の育成など圧倒的にソフトが重要な事業ではあるが、セラピーロードの整備などハードの整備も必要となる。ハードを準備する際には、自然環境を損なわず、且つ景観に即したものとする。

環境保全の物理的方策

１　自動車交通の抑制による排出ガスの低減

エコツーリズム推進を掲げている地域にとって交通面での環境負担の軽減も大きなテーマである。過剰な自動車の流入は、交通渋滞による排気ガスの充満のため、大気汚染につながり、植生への影響も懸念され、路上駐車を招く。効果的な自動車交通の抑制を行うことで、排出ガスの低減を行い、環境負担の軽減を図ることにより、物理的な環境保全策だけではなく、富士河口湖町のイメージアップにもつながる。


富士河口湖町は自動車交通の抑制による排出ガスの低減を行うために、「パーク・アンド・ライド」事業を検討すべきである。山梨県富士ビジターセンターなど既存の施設に協力を促し、マイカーを駐車させ、バスでの移動を促すこととする。対象は富士山登山者だけではなく、町内への移動もバスへの乗換えを促すこととする。なお自転車に関しては交通事故のリスクから町としては薦めることはできない。
バスでの移動がマイカーでの移動よりも利便性があり、快適であれば、自動的に利用者は増えるため、コースの選定、バスの発車頻度が重要である。また道路交通法が改正され、飲酒の取締りが強化された昨今、バスの移動であれば飲酒も可能になるなどのメリットも提示する。また環境に貢献しているという意味で、提携した食堂や、お土産屋などで値引きが可能になるといった特典ももうけることとする。提携した食堂やお土産屋に関しては、富士河口湖町作成のパンフレットで「パーク・アンド・ライド」協力店（仮称）として積極的にPRすることとする。

	「パーク・アンド・ライド」

	「パーク・アンド・ライド」とは、マイカーを観光地の駐車場にとめ、公共交通手段に切り替えて目的地に向かうように促すもの。交通量のコントロール手法として代表的な手法である。


２　盗掘対策

富士河口湖町・上九一色村は富士箱根伊豆国立公園に指定されており、貴重な植生を誇っている。そのため盗掘の被害も多い。中でも御坂山系におけるアツモリソウの盗掘は有名である。現在は三つ峠小屋の主人が山梨県と環境省から委託された形で保護しているが、有刺鉄線を張り巡らすなど景観的にそぐわないものとなっている。

また有刺鉄線が張り巡らされていることで、特別な植物がその先にあると逆に示してしまうことにもなる。盗掘をする業者はたとえ有刺鉄線が張り巡らされていようとそこに貴重な植物がある限り、何らかの手段で侵入するという意見もあり、有刺鉄線を始めとする保護のための柵などは実際には有効性が疑問視される。

今後は有刺鉄線を取り除き、利用者の意識啓発の向上と監視体制の確立をしいていくことが望ましい。盗掘対策としては、登山道入り口にのみ設置する看板による意識啓発、ならびに御坂山系をフィールドとする団体に富士河口湖レンジャーの資格を有してもらい、監視体制をしいていくこととする。

資源と取り組みの効果的ＰＲ
１　インターネットによるＰＲ


インターネットの利用者が爆発的に増加し、現在では観光地を訪れる際にも、多分に活用されている。森林山岳資源の更なる活用のために、エコツアーに特化したサイトの構築など積極的なPRが求められる。


	施策
	概要
	実施主体

	森林山岳資源に特化したホームページの構築
	現在のホームページは富士河口湖町の観光情報の全てを扱っているため、どうしても森林・山岳資源のＰＲが弱くなってしまう。エコツアーを始めとする森林・山岳資源の活用としては、たとえば「富士河口湖町の登山、エコツアー一覧」といったような専用のページを設けるべきである。その中で御坂山系の多様なコースなども扱う。御坂山系の利用はそのほとんどが河口湖側登山道であるが、他のコースを目的別に紹介する。
	北麓西部エコツーリズム協会
（仮称）

	携帯電話でのPR


	今後は携帯電話の性能の飛躍的な向上により、大容量の動画、写真、文章の配信も可能になる。携帯上でのホームページ作成を行い、主に動画を用いたＰＲを図るべきである。
	富士河口湖町、北麓西部エコツーリズム協会
（仮称）

	訪日外国人旅行者対策
	英語版、中国語版、韓国語版のホームページを併設。
	北麓西部エコツーリズム協会
（仮称）

	
	ニューズウィーク、ワシントンタイムスなど海外の主要メディアに広告を打つ。外国人は日本での旅行の際、最も心配しているのが費用の問題である。故にコストの目安を積極的に開示するべきである。どこへ行ったら何がいくらで楽しめるのかということを中心に情報を発信する。また日本は治安が良いため、治安の良さも積極的にＰＲするべきである。
	富士河口湖町


２　パンフレットの整備

観光客は現地に赴いてからは、パンフレットを頼りに訪れる場所を決めるというケースが多い。森林山岳資源の更なる活用のために、エコツアーや登山に特化したパンフレットを作成する。パンフレット作成の際には、英語、中国語の併記も行う。

	種類
	概要
	実施主体

	エコツーリズムに特化したパンフレット
	エコツアーの魅力のPR。エコツアー事業者の紹介。各事業者の得意とするプログラムの紹介。精進湖周辺、本栖湖周辺にて新たに開発するエコツアーに関しては、既存の地図では補え切れないので、ツアー開始とともに新たなパンフレットを作成することとする。
	北麓西部エコツーリズム協会
（仮称）

	ハイキングルートマップ
	富士河口湖町全体のハイキングルートマップ。主要なビューポイントを示す。
	富士河口湖町

	御坂山系のルートマップ
	御坂山系全体の統一した地図を作成し、ビューポイント、コースの所要時間と距離、山小屋の場所、トイレ、駐車場、高山植物や動物、史跡名勝、ベンチ、水場といった情報を提供していくのが望ましい。
	御坂山系振興協議会



３　イベントの開催

富士河口湖町・上九一色村には多くの観光客が国内だけでなく、世界から集まるが、その背景には花火大会やハーブ・フェスティバルなど多種多様なイベントがある。森林山岳資源に関してもイベントを積極的に開催することにより、新たな観光客需要を掘り起こす。

	プログラム名
	内容
	実施主体
	対象

	清掃トレッキング


	富士山、青木ヶ原樹海および御坂山系などを舞台に清掃とトレッキングを通して人と自然のかかわりを考える。
	NPO等
	小中学生
一般観光客

	エコの祭典
	野鳥の森公園を舞台に環境問題に取り組む企業、NPO団体などが集い、実績、商品などの展示を行う。
	富士河口湖町
	企業
NPO等

	アドベンチャーフェスティバル
	富士河口湖町の森林山岳資源を舞台としたアウトドアスポーツの祭典。ロッククライミング（岩登り）、バンジージャンプ（足首をゴムの綱で結び、高所から飛び降り、落下の恐怖を味わう遊び）、山岳レース、樹海でのネイチャーゲームなどを複合的に行う。
	ＮＰＯ、アウトドアメーカー等の共同
	アウトドア愛好家


六章　推進体制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本計画が絵空事に終わらないために、富士河口湖町としては、積極的に関係自治体、関係団体へ働きかけを行い、町として実施できる施策に関しては可及的速やかに実施に踏み切ることとする。＊）短期は1年、中期は3年以内、長期は3年以上かかるもの。

	施策の柱
	施　策
	実施主体
	スケジュール

	資源の保全・活用の基本的枠組みの設定
	1　森林山岳資源の保全・活用ゾーニング計画
	富士河口湖町・上九一色村
	中期

	
	2　御坂山系振興協議会の活発化
	御坂山系振興協議会
	長期

	
	3　富士山保護財団（仮称）の設立への提言
	富士河口湖町・上九一色村
	長期

	
	4　資源保全の体制づくり
	富士山保護財団（仮称）
	長期

	
	5　不法投棄対策
	環境省、山梨県、静岡県、富士河口湖町・上九一色村
	中期

	
	6　富士山区域の環境保全のための財源確保の提言
	富士河口湖町・上九一色村
	長期

	
	7　富士河口湖レンジャー制度の発足
	富士河口湖町・上九一色村
	短期

	
	8　「富士山青木ヶ原樹海等エコツアーガイドライン」の改善の提案
	富士河口湖町・上九一色村
	短期

	質の高いエコツーリズムの推進
	1　北麓西部エコツーリズム協会の設立
	富士河口湖町・上九一色村
	短期

	
	２　公認ネイチャーガイドとふるさとガイドの融合
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調査受託機関：野口健事務所
調査スタッフ：監修　野口健
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　調査員　舟津宏昭
「富士山、青木ヶ原樹海及び御坂山系を中心とした富士河口湖町・上九一色村の森林・山岳資源の保全と活用に関する基本計画」報告会議事録
2005年11月17日、富士河口湖町役場のコンベンションホールにて「富士山、青木ヶ原樹海及び御坂山系を中心とした富士河口湖町・上九一色村の森林・山岳資源の保全と活用に関する基本計画」報告会が開催され、自治体職員ならびに地元のＮＰＯを始めとする関係者が集い、計画書の報告に対して、質疑、提言、感想が出された。以下はその議事録である。
総合

質問：森林山岳資源自体に市町村の境界があるわけではない。森林山岳資源の有効な保全と活用のためには他の自治体も含めた広域的な取り組みが必要である。周辺の市町村とどのような形で連携し実施していくのか。

答：本計画書は富士河口湖町・上九一色村（以下、新町とする）の範囲に限定していない施策も多い。こういった新町の決定だけでできない施策に関して真摯に受けとめて実現に向けて関係機関へ提言していきたい。

意見：民間団体がこういった施策を積極的に提言していくことは良いことだと思う。我々も全面的に協力していきたいと思います。
提言：今回の調査には湖水や河川は含まれていないが、森林山岳資源と水の問題は切っても切れない関係であるため、今後の計画策定の際には共に扱うべきである。
森林山岳資源の保全・活用ゾーニング計画

提言：自然公園法の地種区分が根拠と仰ったが、ゾーニングの根拠が希薄である。生態系の違いなど、もっと細かい調査をしていく必要がある。

提言：たとえばＢゾーンに大室山が入っているが、大室山周辺は非常に生態系の多様性が富んでおり、この基準で考えるとＡゾーンに入るべきではないか。逆にＡゾーンでも利用を促進した方が良い箇所がある。大室山の裏側に青木ヶ原樹海の溶岩を流しだした噴火口があるが、この地域は将来的にエコツアーでの利用が可能な地域だと思う。


答：本来であれば森林山岳資源の保全・活用ゾーニング計画だけでも周到な調査の必要がある。今回は様々な施策の中で一つの着眼点として示したという位置づけである。今後、議論してコンセンサスを得ていきたい。
ガイドについて
質問：ガイドに関してみると、富士河口湖町公認ネイチャーガイド以外のガイドの扱いがどうなっているのかわからない。ガイド業全体がどうあるべきか？

答：本計画書にもあるように北麓西部地区でエコツーリズム協会を設立し、エコツアー業者の連携を強めていくべきだと考える。

富士山三合目小屋敷地、五合目御庭小屋敷地、船津登山道の活用計画

提言：富士山三合目小屋敷地の利用に関して、幕営地として利用すると書かれているが、幕営地としての利用は自然公園法で禁止されているため、「利用方法を検討する」と表現を変えた方が良い。

三ツ峠
提言：三ツ峠の周辺はアツモリソウの群生地であるが、広く見せていくということであれば、しっかりした体制を構築する必要がある。アツモリソウは種の保存法で守られてもおり、新町としても対策を講じるべきである。

提言：三ツ峠の登山道ではチェーンをまいたジープが走り、物品の搬入をしている。これは違法行為になるのではないか。またジープの使用で登山道が荒れ、それを整備するために重機が登山道に置かれており、悪循環が生じている。こういった問題が解決されないと自然公園の拠点として機能しない。

答：ご指摘の通り、自然公園の拠点としては旧態依然とした部分がある。本計画では「緑のダイアモンド計画の活用」を三ツ峠のリニューアルとして掲げているが、このような方向性で三ツ峠全体の魅力アップを図りたい。

富士山保護財団（仮称）の設立への提言
感想：財団設立までの過程が難しいと感じる。富士山区域の森林山岳資源は行政だけのものではない。具体的には恩賜林組合が権利を保有している部分もあり、連携していく必要がある。

感想：現在行っているエコツアーで環境保全料を徴収しているが、その受け入れ母体がない。このようなコア組織の存在は事業者としてもありがたい。

入山料

感想：環境保全を目的とした税は必要だと思う。行政主導ではなく民間から声をあげていく必要がある。徴収した税を富士山保護財団が受け入れるということも可能だと思う。
目次





最大の観光資源である自然環境を適正に


保全、活用し、持続可能な観光産業を創出する。
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